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はじめに 

人間活動に起因する地球温暖化に伴う気候変化は、その予想される影

響の大きさと深刻さから見て、人類の生存基盤そのものに影響を与える

重要な課題である。その影響は、生態系、淡水資源、食糧、沿岸と低平

地、産業、健康など広範囲の分野に及ぶ。特に沿岸域や低平地では、海

面水位の上昇、大雨の頻度増加、台風の激化等により、水害、土砂災害、

高潮災害等が頻発・激甚化するとともに、降雨の変動幅が拡大すること

に伴う渇水の頻発や深刻化の懸念が指摘されている（これらの災害を「水

災害」という。）。 

こうした中で、気候変動に関する政府間パネル※１（ＩＰＣＣ）（以下「Ｉ

ＰＣＣ」という。）の第４次評価報告書が公表された。この報告書では、

ＣＯ２等温室効果ガスの削減を中心とした温暖化の「緩和策」には限界が

あり、「緩和策」を行ったとしても気温の上昇は数世紀続くことから、温

暖化に伴う様々な影響への「適応策」を講じていくことが「緩和策」と

同様に重要であるということが指摘されている。 

すなわち、ＣＯ２等の排出削減への取り組みを、仮に京都議定書どおり

のシナリオで進めたとしても、温室効果ガスは増加を続け、それに伴っ

て温暖化が進行し、様々な影響が世界的に顕在化してくることとなる。

このような認識は国際的に深刻に受け止められており、先進国では温暖

化の緩和策として温室効果ガスの削減に取り組むだけではなく、気候変

化への適応策として、海面水位の上昇に対し堤防の嵩上げにより計画的

に高さを確保するなどの対策に既に着手している国もある。一方、我が

国は、先進国の中において災害に脆弱である特性を有しているにもかか

わらず、気候変化が水災害に与える影響について科学的な解明がなされ

つつある段階であり、 

・ＩＰＣＣが日本語訳で気候変動になっているので、それに準じていると

思うが、正しくは人間活動に起因する気候変化である。「はじめに」の最

初に、「地球温暖化に起因する気候変動」と、これはおかしい。人間活

動に起因する地球温暖化に伴う気候変化である。【第 4 回】 

気候変化と気候の変動性というのは、きちんと使い分けていただきた

い。答申のタイトルも気候変化のほうがいい。【第 7 回】 
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 気候変化に適応する具体的な施策についての検討が十分に行われて

いないのが実情である。 

国民の安全・安心を確保することが、国の基本的な責務であることに

かんがみれば、国は長期的な視点に立ち、早期に気候変化に対して、予

防的な施設の整備をはじめとする適応策を検討・実施すべきであると考

える。 

本委員会は、気候変化に伴う水害や土砂災害、高潮災害等の頻度や規

模などの特性及び社会に与える影響について分析・評価し、適応策を検

討するために設けられたが、これまでの議論の中で、従来の治水対策と

いう狭い視点に限定するのではなく、より幅広い視点から検討を行うべ

きとの強い指摘があったことから、水災害分野における適応策について

具体的方向を明らかにするとともに、幅広い視点から適応策全般につい

てもその基本的に方向を明らかにすることとした。 

本委員会では、このような考えのもと、2007 年８月から 2008 年○月

までに計○回委員会を開催し、水災害分野における地球温暖化に伴う気

候変化への適応策のあり方について審議を重ね、本答申をとりまとめた

ものである。 
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Ⅰ．基本的認識 

（急がれる適応策） 

我が国は、国土の７割を山地・丘陵地が占めるため、10％にすぎな

い沖積平野に全人口の約 1/2、総資産の約 3/4 が集中している。三大

湾（東京湾、伊勢湾、大阪湾）にはゼロメートル地帯が発達し、その

面積は 577ｋｍ２、居住人口は 404 万人にのぼっている。また、環太平

洋造山帯に位置し、山岳が急峻であることから、短く急勾配の河川が

多く、断層や地すべり地帯がいたる所に分布するなど、災害の危険性

が高い地形・地質条件である。さらに、我が国は世界でも有数の多雨

地帯であるモンスーンアジアの東端に位置し、年平均降水量は世界平

均の約２倍にあたる約 1,700mm であることに加え、台風の接近や上陸

の脅威にさらされ、200mm に迫る時間降水量の記録があるなど一度に

激しい雨が降るといった極めて厳しい気象条件にある。このように我

が国は、水害や土砂災害、高潮災害等による被害に直面している脆弱

な国土と言える。 

このような国土条件を克服するため、我が国ではこれまで堤防を連

続して築き、ダムなどの洪水調節施設を建設するなど治水対策を営々

と進め、治水安全度という面ではかなり向上してきたが、依然として

治水施設の整備状況は、当面の目標（大河川においては 30 年～40 年

に一度程度、中小河川においては 5～10 年に一度程度発生する規模の

降雨）に対しても約６割程度の進捗であり、低い整備水準にとどまっ

ている。 

一方、年平均降水量は、世界平均の約２倍であるにもかかわらず、

人口一人当たりにすると、世界平均の約 1/3 と小さく、利用する水に

海外と比較して非常に激甚な豪雨に対して、社会的、経済的活動を行

っている国を守る立場から河川の専門家として対応していかなければ

ならない、というメッセージが伝わるようにすべき。【第3回】 

日本は温暖化への対策が追いついていないが、それにも増して、（降

雨などの）外力に対応しなければならないという部分を強調するべきで

ある。非常に厳しい中にあって（気候変化の）対応をしなくてはならない

というメッセージが伝わるようにすべき。【第3回】 
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恵まれているわけではない。短く急勾配である我が国の河川は、一気

に降雨を集水して海に流出しており、最大流出と最小流出の比が大き

く、安定的な水利用が行いにくい。こうした中で、人口増加と高度経

済成長期を経て水需給は逼迫し、それに対して水資源開発施設を整備

することにより対応してきた。しかし、近年の産業構造の変化や水の

効率的な利用の推進等により、都市用水の需要は横ばいとなっており、

地域的な偏りはあるものの水需給のバランスがとれてきている。とこ

ろが、近年、年降水量の変動幅が大きくなって、極端な少雨の年が発

生する傾向にあり、利水安全度の低下及び渇水の発生が再び懸念され

るようになってきている。 

こうした中で、ＩＰＣＣ第４次評価報告書に記載されているように、

気候変化による海面水位の上昇、豪雨や台風の強度の一層の増大、渇

水の深刻化など、過去の統計や経験が通用しなくなる事態が生じるこ

とも想定されている。このため、過去の気候に対応した防災体制等を

整えてきた各地域においては、水害や土砂災害、高潮災害等の頻度や

規模の増大による壊滅的な被害の発生、渇水の深刻化による被害の拡

大が懸念される。 

また、河川・海岸環境は、気候変化による気温、水質、流況、土砂

流出、流域や沿岸域の環境等の様々な環境要素の変化や人間活動の変

化から影響を受け、これに伴い河川・海岸における生態系や水・物質

循環系への影響が予想される。 

このような様々な気候変化に伴う脅威に対応して行くには、水害や

渇水被害、土砂災害、高潮災害等に対する災害リスクの軽減が重要で

あるが、このためには、これまでのような防災・減災対策のみならず、

災害に強い社会構造への転換が必要である。すなわち、国民一人一人

が気候変化に伴う水災害の激化や頻発を意識し、適応策と緩和策を適

温暖化がなくても（治水対策に）必要な要素があり、温暖化という新た

なファクターが加わってもっと大変になる、という話でなくてはならない。

【第 3 回】 

目的が政策決定者と国民の方に施策の転換とか改善とかを理解して

いただけるような表現にすべき。【第 4 回】 

長期的な観点からは社会の変化も重要である。気候変動の対応で国

土の将来像をどう考えるのか、という観点も必要である。【第 3 回】 
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切に組み合わせて、持続可能な社会・経済活動や生活を行う水災害に

適応した強靱な社会づくりを目指す必要がある。 

 

（適応策と緩和策は車の両輪） 

予測される気候変化による悪影響を低減するためには、温室効果ガ

スの排出削減や吸収により気候そのものの変化と変動性を緩和させる

緩和策と、気候変化に対応するシステムを構築することにより発生す

る可能性のある被害を回避・低減させる適応策とが必要である。 

緩和策となる温室効果ガスの削減については、1997 年 12 月に気候

変動枠組条約※２ 第３回締結国会議で採択された京都議定書※３にお

いて、各国別に削減目標が定められている。我が国は、二酸化炭素（Ｃ

Ｏ２）を始めとする温室効果ガスの排出量を 2008 年から 2012 年の第

１約束期間に基準年（1990 年）から６％削減することが定められ、こ

の目標達成のための取り組みとして、京都議定書目標達成計画※４を

2005 年４月に閣議決定した。国土交通省では、運輸部門や民生部門等

における削減目標を定め、取り組んでいるところである。 

一方、ＩＰＣＣ第４次評価報告書によると、「適応策と緩和策のどち

らも、その一方だけでは全ての気候変化の影響を防ぐことができない

が、両者は互いに補完しあい、気候変化のリスクを大きく低減するこ

とが可能である。」とされており、緩和策のみならず適応策の重要性は

明らかである。そのため、適応策と緩和策を車の両輪として、共に進

めていく必要がある。 

 

（緩和策への取り組み） 

気候変化を抑制する観点からは、地球温暖化の進行をできるだけ抑

緩和策によっては温暖化が多少ましになるかもしれないが、いずれに

してもかなり適応策が必要な事態が生じるということは冒頭に記載でき

るのではないか。【第 3 回】 

洪水との共存は、サステナビリティという言葉の１つの具体的な形か側

面みたいイメージがある。サステナビリティというイメージをいれてはど

うか。【第 7 回】 
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制することが必要であり、河川・砂防の分野においても、可能な限り

緩和策を進めていくことが重要である。このため、今後、河川・渓流

の整備や管理における省エネルギー化だけでなく、河川・渓流の有す

る水、緑、空間などの特性を活かし、ＣＯ２の吸収やヒートアイラン

ド現象の抑制によるＣＯ２削減など低炭素社会に向けた取り組みを強

化するとともに、小水力発電など水の有する自然エネルギーなどの活

用をより一層推進する必要がある。 

 

（適応策は国の責務） 

一部の先進諸国では適応策の検討を進めており、既に適応策を決定

している国もある。また、欧州連合（ＥＵ）では、気候変化が国際安

全保障上の問題につながるという認識を示しており、気候変化の影響

を考慮した計画策定に向けて「洪水リスクの評価・管理に関する指令」

を公布している。 

一方、水災害に対し脆弱な国土を有し、河川、砂防や海岸の整備水

準の低い我が国においても、海面水位の上昇や豪雨の増加等について

不確実性を伴うことがあるとしても、国民の生命・財産を守ることが

国の基本的責務であることにかんがみれば、手遅れにならないよう専

門家の意見を聴いて的確に適応策を示す必要がある。 

（有効な適応策の提案） 

適応策の提案に当たっては、気候変化による影響を検討し、壊滅的

な被害を回避するなど被害の最小化を目指し、合理的、効率的、効果

的な対策という観点から検討を行うとともに、現在の治水・利水施策

の課題や問題点を見直し、治水、利水、河川環境の観点から広く国土

発電というのはクリーンエネルギーなので、できるだけ有効に水力発電

を使うというのが大事な発想。【第 6 回】 

将来の降水量をどの程度の幅に設定するかは、今後の研究が必要で

あり半年程度の委員会での設定は無理である。しかし、数字が揃うま

で待っていられないという状況であることも事実である。【第 3 回】 

適応策は国の責務として、資源を巡る対立や環境が引き起こす問題な

どをどう考えるかについて触れるべきである。【第 7 回】 

今回の小委員会は、現在行われている治水施策の課題・問題点を直し

ていくチャンスである。【第3回】 
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や社会を視野に入れた適応策を検討することが必要である。ただし、

気候変化の予測等には、不確実性を伴うことに留意し、今後とも精度

向上に努めることが重要である。 

 

（順応的なアプローチの導入） 

気候変化により生じる海面水位の上昇、降水量・河川流量の増加に

ついては、今後観測データや知見の蓄積が進められていくことにより

予測の精度が高まることから、これに応じて適応策の進め方を見直し

ていく「順応的な」アプローチを導入することにより、その時点にお

ける適切な適応策を考えていくことが必要である。その際には、人口

減少、少子高齢化の進展、土地利用形態の変化などの社会状況や投資

余力、施設の整備水準、これまでの治水計画などの治水・利水施策に

関する状況を十分に考慮する必要がある。 
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（国際貢献） 

気候変化に起因する水害や渇水、土砂災害、高潮災害等は、地球規

模の課題であり、地域によって影響の有無や度合いは異なるものの世

界共通の課題である。その中でも、特にアジア・太平洋地域は、モン

スーンアジアという気候条件や沖積地を生産・生活の基盤としている

という土地条件が我が国と類似しており、また、急激な人口増加と様々

な水問題が深刻化している地域でもあることから、これらの地域にお

いて我が国における経験、施策、技術を活用し、国際的な貢献を果た

すことが重要である。 

 

 

 

国際社会にもアピールしていくことを目指して施策を打ち出していただ

きたい。【第 6 回】 

国際貢献は、世界的に共通の課題であるが、特に日本と条件が似

た、地震活動、火山活動を伴っていて、山地が脆弱で、また、沖積地

を生産性活動の基盤としている「アジア・太平洋地域において」日本

の技術が適用されるということを記述していただきたい。【第 4 回】 
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Ⅱ．外力の増大と国土・社会への影響 

Ⅱ－１．ＩＰＣＣ第４次評価報告書における気候変化に関する記述 

2007 年２月から順次公表されたＩＰＣＣ第４次評価報告書におい

て、気温や海面水位などの変化及びその影響に関して、以下のとおり

記述されている※５。 

 

（気候変化とその影響に関する観測結果） 

・ 気候システムの温暖化には疑う余地がない。このことは、大気や海

洋の世界平均温度の上昇、雪氷の広範囲にわたる融解、世界平均海面

水位の上昇が観測されていることから今や明白である。 

・ 過去 100 年間(1906～2005)の線形の昇温傾向は 100 年当たり 0.74

［0.56～0.92］※６℃である。 

・ 海面水位の上昇は温暖化と整合性がある。世界平均海面水位は、熱

膨張、氷河や氷帽の融解、極域の氷床の融解により、1961 年以降、

年平均 1.8［1.3～2.3］mm の速度で上昇し、1993 年以降について言

えば、年当たり 3.1［2.4～3.8］mm の速度で上昇した。1993 年から

2003 年にかけての海面水位上昇率の増加が 10 年規模の変動あるい

は、より長期的な上昇傾向を反映しているのかは不明である。 

・ 降水量は、1900 年から 2005 年にかけて、南北アメリカの東部、ヨ

ーロッパ北部、アジア北部と中部でかなり増加した。一方、サヘル地

域、地中海地域、アフリカ南部や南アジアの一部では減少した。1970

年代以降、世界的に干ばつの影響を受ける地域が拡大した可能性が高

い。 

・ ほとんどの地域において、大雨の発生頻度が増加している可能性が

高い。極端な高潮位の発生についても、1975 年以降全世界的に増加

不確実性のある気候変動の適応策を講ずるにあたって、気候変動に

よる外力の変化の把握と書かれているが、そのトーンが全体にながれ

ていない。気候変動による増分を計画の中に盛り込むにあたり、気候

変化の不確実性に対する責任を明示することが非常に大事。【第 7 回】



 

 - 10 -

水関連災害分野における地球温暖化に伴う気候変化への適応策のあり方について（答申案） 【委員意見との対比表】 

委員意見 
水関連災害分野における地球温暖化に伴う気候変化への 

適応策のあり方について（答申案） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

している可能性が高い。 

・ 雪、氷及び凍土の変化が、氷河湖の数と規模の拡大、山岳地域及び

その永久凍土地域における地盤の不安定化、北極及び南極のいくつか

の生態系における変化をもたらしたことの確信度は高い。 

・ 氷河や雪解け水の流れ込む河川の多くで、流量増加と春の流量ピー

ク時期の早まりにより影響を受けていることの確信度は高い。 

 

（変化の原因） 

・ 産業革命以降、人間活動による世界の温室効果ガスの排出量は増加

し続けており、1970 年から 2004 年の間に 70%増加した。 

・ 20 世紀半ば以降に観測された世界平均気温の上昇のほとんどは、人

為起源の温室効果ガスの増加によってもたらされた可能性がかなり

高い。 

・ 第３次評価報告書以降の進展は、識別可能な人為起源の影響が平均

気温以外の気候のその他の側面にも及んでいることを示している。 

 

（予測される気候変化とその影響） 

・ 21 世紀末における世界平均地上気温（1980-1999 年を基準とした

2090-2099 年における差(℃)）は、最良の見積もりで、環境の保全と

経済の発展が地球規模で両立する社会を想定したシナリオでは、

1.8℃、最も排出量が多いシナリオで 4.0℃と予測される。 

・ 21 世紀末における海面水位の上昇（1980-1999 年を基準とした

2090-2099 年における差(ｍ)）は、最も温室効果ガスの排出が少ない

シナリオで 0.18～0.38ｍ、最も排出量が多いシナリオで 0.26～0.59

ｍと予測される。 

・ 極端な高温や熱波、大雨の頻度は引き続き増加する可能性がかなり
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高い。 

・ 熱帯低気圧の強度が増大する可能性は高い。世界的に熱帯低気圧の

発生が減少することの確信度は低い。 

・ 温帯低気圧の進路の極方向への移動と、それに伴う、風・降水量・

気温の分布の移動 

・ 降水量は、高緯度地域では増加する可能性が高く、一方、ほとんど

の亜熱帯陸域において減少する可能性が高い。これは、観測された最

近の変化傾向を継続するものである。 

・ 今世紀半ばまでに、世界の年間河川流量及び利用可能性は高緯度地

域において増加し、中緯度地域と熱帯のいくつかの乾燥地域において

減少する。半乾燥地域では気候変化による水資源の減少に苦しむだろ

う。 

・ 極端な気象現象の頻度と強度の変化及び海面水位上昇は、自然及び

人間システムに、主に悪影響を及ぼすと予測される。 

〔アジア〕 

・ 2050年までに、淡水の利用可能性は、中央・南・東・東南アジア、

特に大規模河川の流域において減少すると予測される。 

・ 沿岸域、特に人口が集中する南・東・東南アジアのメガデルタ地

域において海からの、いくつかのメガデルタ地域においては河川か

らの、浸水リスクが最も高くなるだろう。 

・ 急速な都市化、工業化、経済発展に関連する天然資源・環境への

圧力に気候変化が複合されると予測される。 
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・ 主に洪水と干ばつに関連して発生する下痢は、水循環のサイクル

において罹患率と死亡率を増加させると予測される。 

 

〔小島嶼国〕 

・ 海面水位の上昇は、浸水、嵐による高潮、侵食や他の沿岸域の危

険性を進行させ、必要不可欠な島嶼国の社会を支えるインフラ・居

住域・施設を脅かす。 

・ 沿岸の条件の衰退、例えば砂浜の侵食・サンゴの白化は、地域の

資源に影響を及ぼすと予測される。 

・ 21世紀半ばには、気候変化は多くの小島嶼国、例えばカリブ海や

太平洋において、降水量の少ない時期の水需要を満たすのに不十分

になってしまうまでに水資源を減少させると予測される。 

（適応と緩和のオプション） 

・ 広範囲な適応オプションが利用可能である。だが、現在行われてい

るよりもより広範な適応策が気候変化への脆弱性を減少させるため

に必要である。 

・ 予測される気候変化及び変動性による悪影響を低減するためには、

今後20年間から30年間に実施される緩和策の規模によらず、追加的な

適応策が必要である。 

・ 限定的ではあるが、気候変化への計画的な適応は既に行われている。

適応は特に幅広い部門のイニシアチブに組み込まれたときに脆弱性

を減少することが出来る。 
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・ 水及びインフラ／居住（沿岸地帯を含む）の適応策の事例 

部門 
適応オプション 

/戦略 

基礎となる 

政策枠組 

主要な制約要素と

実施機会 

（通常の文字＝制約 

 要素、斜体＝機会） 

水 

雨水の取水拡大、

貯水及び保全技

法、水の再利用、

淡水化、水の利用

と灌漑の効率 

国内水資源政策

及び、水資源統

合管理、水関連

災害の管理 

資金、人材、物理

的障壁、統合水資
源管理、他の部門
とのシナジー 

インフ

ラ／居

住 

(沿岸地

帯を含

む) 

移動、防波堤、 

高潮堤防、砂丘の

補強、海水面上昇

及び洪水に対す

る緩衝地帯とし

ての土地の取得

と沼地／湿地の

構築、既存の自然

障壁の保護 

気候変化への配

慮と設計に取り

入れる基準及び

規制、土地利用

政策、建築コー

ド、保険 

資金及び技術的障

壁、移動空間の利

用可能性、総合政

策と管理、持続可
能な開発目標との
シナジー 

（長期的な展望） 

・ 気候変化を考える上で５つの懸念の理由 

① 極地や山岳社会・生態系といった特異で危機にさらされているシ

ステムのリスクが増加する 

② 干ばつ、熱波、洪水など極端な気象現象のリスクが増加する 

③ 地域的、社会的な弱者に大きな影響と脆弱性が表れる 

④ 地球温暖化の便益は温度がより低い段階で頭打ちになり、地球温
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暖化の進行に伴い被害が増大し、地球温暖化のコストは時間ととも

に増加する 

⑤ 海面水位の上昇、氷床の減少加速など、大規模な変動リスクが増

加する 

・ 適応策と緩和策のどちらも、その一方だけでは全ての気候変化の影

響を防ぐことができないが、両者は互いに補完し合い、気候変化のリ

スクを大きく低減することが可能である。 

・ 評価された最も低い安定化レベルに関してさえ、短期的及び長期的

に、起こるであろう温暖化による影響に対処するために適応策が必要

である。 

・ 温暖化時の海面水位に上昇は避けられない。熱膨張による海面水位

の上昇は温室効果ガス濃度が安定化した後も数世紀にわたり継続し、

評価されたどの安定化レベルでも、21世紀中に予測されているよりも

高い上昇が結果的に起きるだろう。世界平均気温が、産業革命以前と

比較して1.9～4.6℃以上上昇した状態が数世紀続くと仮定した場合、

グリーンランド氷床の消失は、数ｍの規模で海面水位上昇に寄与し、

それは熱膨張による寄与よりも大きい可能性がある。熱膨張及び氷床

の気温上昇に対する応答の時間スケールが長いため、たとえ温室効果

ガス濃度が現在又はそれ以上のレベルで安定したとしても、海面水位

は今後数世紀にわたって上昇する。 

 

Ⅱ－２．各種レポートにおける日本の気候変化に関する記述 

気象庁が作成した気候変化に関する各種レポートでは、気候や海面

水位の変化に関して、以下の記述がされている。これらの記述のうち、

予測結果に関するものは、将来の日本の気候変化の傾向を把握する上

で有効な情報であるが、不確実性を伴ったものであることに留意する
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必要がある。 

 

（これまでの状況） 

〔気温〕 

・ 日本の年平均気温は、統計のある 1898 年以降では 100 年あたりお

よそ 1.07℃の割合で上昇している。（♯２） 

〔降水量〕 

・ 年降水量については、長期的変化傾向はみられないが年ごとの変動

は大きくなっている。（♯２） 

・ 月降水量における異常少雨の年間出現数は有意に増加している。異

常多雨については長期的に有意な傾向はない。（♯２） 

・ 日降水量 100mm 以上及び 200mm 以上の日数は 1901 年から 2006 年

の 106 年間で有意な増加傾向がある。最近 30 年間と 20 世紀初頭の 30

年間を比較すると 100mm 以上日数は約 1.2 倍、200mm 以上日数は 1.4

倍の出現頻度となっている。（♯２） 

・ 短時間強雨（1 時間に 50mm 以上及び 80mm 以上）の発生回数はここ

30 年余りで増加する傾向がみられる。（♯２） 

〔台風〕 

・ 1951 年から 2006 年までの台風の発生数、日本への接近数及び上陸

数は明瞭な変化傾向は見られない。（♯２） 

〔寒候期の気象〕 

・ 北日本日本海側、東日本日本海側、西日本日本海側で平均した年最

深積雪の 1962～2004 年までの経年変化から、全期間を対象として算

出した 10 年あたりの長期変化傾向は北日本日本海側、東日本日本海

側、西日本日本海側において、それぞれ-4.7％、-12.9％、-18.3％と

なっており、東日本日本海側、西日本日本海側で有意な減少傾向が認

各レポートに関する記述は、ポツが多すぎて見にくいので、若干項目別

に分けて書いて、互いに矛盾するのはないか確認しておいた方がよ

い。【第7回】 
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められる。（♯１） 

〔海面水位〕 

・ ５地点の検潮所の年平均潮位の平年偏差(1906～2004 年平均との差)

の平均値を日本沿岸の平均的な海面水位変化の指標として考察する

と、過去 100 年にわたる日本沿岸の海面水位は統計的に有意な上昇を

示していない。しかし、1980 年代半ば以降、海面水 

位は上昇を続け、近年は 1950 年代とならんで過去 100 年で最も高い

状態にある。（♯１） 

・ 近年の海面水位の上昇には 1960～1990 年頃の海面水位の変動とは

別の要因（海水温の上昇による熱膨張など）が加わっている可能性が

示唆される。（♯１） 

 

（気象及び海面水位の予測） 

将来の気象予測について、Ａ２※７、Ａ１Ｂ※８及びＢ１※９シナリオ

に基づいて、地域気候モデルのＲＣＭ20※10又はＣＲＣＭ※11モデルを

用いて行った地球温暖化予測結果によると、約 100 年後（2081～2100

年）には現在（1981～2000 年）と比較して、日本付近で以下のよう

な気候変化が予測された。 

〔気温〕Ａ２シナリオ－ＲＣＭ20 

・ 気温は一年をとおして全国的に上昇し、特に北日本の冬から春にか

けての上昇量が大きい。（＃３） 

・ 年平均気温は２～３℃(北海道の一部で４℃)程度上昇する｡(＃３) 

〔降水量〕Ａ２シナリオ－ＲＣＭ20 

・ 降水量は多くの地域で冬から春にかけては減少し、梅雨雨期から秋

雨期にかけては増加する。（＃３） 

・ 年降水量はほとんどの地域で増加する。特に西日本での増加が大き
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く、多いところで 20％程度の増加が見込まれる。（＃３） 

・ 夏は、西日本を中心に降水量が増加するとともに、東日本では降水

量の年々変動が大きくなる。（＃３） 

・ 大雨の発生頻度はほとんどの地域で増加し、西日本日本海側では日

降水量50mm以上の日数が現在よりも３日以上増加するところもある。
（＃３） 

〔寒候期の気象〕Ａ１Ｂ及びＢ１シナリオ－ＣＲＣＭ 

・ 21 世紀末の寒候期（12～3 月）の平均気温は、高緯度ほど大きく上

昇する。上昇量は、Ａ１Ｂシナリオの場合、北海道で 3℃以上、東北

から西日本では 2～3℃、沖縄・奄美では 1.5℃程度である。 

Ｂ１シナリオの場合、北海道で 1.5～2℃、その他の地域で 1～1.5℃

程度である。（＃４） 

・ 北海道では、真冬日（日最高気温が 0℃未満）の出現頻度が現在の

半分程度に減少する（Ａ１Ｂシナリオ）。東北では、冬日（日最低気

温が 0℃未満）の出現頻度が半分程度に減少する（Ａ１Ｂシナリオ）。

北陸、関東・東海、西日本では、冬日の出現頻度が半減（Ｂ１シナリ

オ）、あるいはほとんど現れなくなる（Ａ１Ｂシナリオ）。（＃４） 

・ 21 世紀末の寒候期の降水量は、沖縄・奄美を除いて増加傾向であ

る。上昇量は、Ａ１Ｂシナリオの場合、北海道、東北日本海側で10～

30％増加する。（＃４） 

・ 21 世紀末の降雪量は、北海道を除くほとんどの地域で、排出シナリ

オに係らず減少する。北海道の標高の高い地域では、排出シナリオに

かかわらず増加する。（＃４） 

・ 北海道の標高の高い地位では、大雪の頻度が増加する。北海道を除

くほとんどの地域では大雪の頻度が減少する。（＃４） 

〔海面水位〕Ａ１Ｂ及びＢ１シナリオ－ＣＲＣＭ 
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・ 日本付近の海面水温は上昇し、21 世紀末までの長期変化傾向は、Ａ

１Ｂシナリオの場合 100 年あたり 2.0～3.1℃、Ｂ１シナリオの場合

100 年あたり 0.6～2.1℃となっている。21 世紀末までの海面水温の長

期変化傾向は、日本南方海域より日本海で大きい｡(＃４) 

・ 日本付近の海面水位は上昇し、21 世紀末までの長期的変化傾向は、

Ａ１Ｂシナリオの場合100年あたり9～19cm、Ｂ１シナリオの場合100

年あたり 5～14cm 程度である（ただし、グリーンランドや南極の氷床

など陸氷の縮小による寄与は含まれていない）。（＃４） 

 

Ⅱ－３．外力の増大 

『外力』とは、気候変化の影響を受ける降水量などの気象要素と、

その変化により生じる洪水、渇水、土砂流出、高潮等の災害として作

用する力を流量や水位などの物理量で示したものを意味する。気候変

化への適応策の検討にあたっては、この外力の変化の適切な見積りが

必要となる。いくつかの地域気候モデルによる日本周辺の予測結果が

公表されており、それらの結果は外力の変化量の推定に有力な資料と

なる。ただしその際には、予測の不確実性に留意する必要がある。一

般に、地域レベルでの予測結果は世界規模の平均的な予測に比べて不

確実性が大きい。また、現状では、地域気候モデルによる予測例は少

なく、今後とも予測結果の改善に向けた努力が必要である。 

 

 

 

 

 

不確実性のある気候変動の適応策を講ずるにあたって、気候変動に

よる外力の変化の把握と書かれているが、そのトーンが全体にながれ

ていない。気候変動による増分を計画の中に盛り込むにあたり、気候

変化の不確実性に対する責任を明示することが非常に大事。【第 7 回】

まだまだモデルの予測に限界があるため、日本の各地域に分けたデ

ータはかなり精度が落ちざるを得ない。【第3回】 

気候変化が一方向に、定性的に起こるであろうことは間違いないが、

定量的な情報としては不確実性が非常に大きいと思う。Ⅱの外力の増

大というあたりに早速そのことを言っておかないと説得力がなくなるの

ではと思う。【第 7 回】 

外力は変化して、その変化の予測に基づいて施策、適応策をするとい

う形になっているが、公平に見て非常に検討が不十分な認識に基づい

ていると思う。【第 4 回】 

今後１００年間にどういう豪雨があり得るのかは、５，１０年待って計算

機資源が上がった時にシュミレーションしなければうまくできないところ

もある。【第3回】 
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１．降水量の変化 

ＩＰＣＣ第４次評価報告書は、全地球的な予測を基にして作成

されている。このため、日本における影響を詳細に把握し、政策

に活かすには、ダウンスケーリング※13 をするなど日本周辺の現象

をより詳細に表現できるモデルによる検討が必要である。 

こうした中で、計算機の能力や気象現象の解明状況などから、

検討には不確実性が伴うものの、中位のシナリオに基づき、現時

点における外力の変化量の推定を試みた。洪水の流出量の変化に

ついては、降水量の変化から推定することとした。 

この結果、年最大日降水量を現在と 100 年後とで比較した場合に、

ＲＣＭ20 の予測結果の変化率※14（Ａ２シナリオ）は、おおむね 1.0

～1.5 倍となり、ＧＣＭ20※15 の予測結果の変化率※16（Ａ１Ｂシナ

リオ）は、おおむね 1.1～1.2 倍で、北海道、東北など地域によっ

ては 1.3 倍になり、最大では 1.5 倍となる。 

また、ＲＣＭ20 による予測の結果から、100 年確率最大日降水

量を現在と 50 年後、100 年後とで比較した結果（Ａ２シナリオ）

では、50 年後の変化率※17はおおむね 1.1～1.2 倍、100 年後の変化

率※18はおおむね 1.2～1.4 倍となる結果が得られた。 

これらの結果から、100 年後の降水量の変化を予測すると、現在

のおおむね 1.1～1.3 倍、最大で 1.5 倍程度と見込むことが妥当で

ある。 

100 年後における地域別の降水量の変化を見るため、ＧＣＭ20

の予測結果の変化率の中位値を全国 11 の地域に区分してまとめ

た。 

なお、これは現段階の予測に基づく数字であり、今後とも予測

地球温暖化は５０年、１００年の範囲で雨の１０％、２０％とかの増加は

大体合っている。【第 3 回】 

あちこち数字が出てくるときに、どこの何の降水量、どういう時間平均

の降水量が何倍になるのかというのがはっきりしていないので、このあ

たりは取り扱いを注意していただきたい。【第 4 回】 

洪水が２倍になるわけではなく、１.２倍、１.５倍であるというのは非常に

大きなメッセージ。【第 4 回】 
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精度の向上に努力していく必要がある。 

地域名 降雨量の変化率 地域名 降雨量の変化率

北海道 1.24 紀伊南部 1.13

東北 1.22 山陰 1.11

関東 1.11 瀬戸内 1.10

北陸 1.14 四国南部 1.11

中部 1.06 九州 1.07

近畿 1.07

表－１　各地域における100年後の降雨量の変化率

 

 

２．洪水の増大 

100 年後の降水量の変化が、河川において想定される洪水の大きさ

に対して、どのような影響を及ぼすかについて検討した。ＧＣＭ20

の予測結果から算出した、各地域における 100 年後の降水量の変化

よって、現計画の治水安全度※19がどの程度低下するか、全国の 82

水系の一級河川において試算を行った。治水安全度は年超過確率※

20で示す。各地域については地域の平均の治水安全度、全国につい

ては各河川の治水安全度の幅をまとめた。その結果、現計画が目標

としている治水安全度は、200 年に 1度程度の場合は 90～145 年に

1 度程度、150 年に 1 度程度の場合は 22～100 年に 1 度程度、100

年に 1 度程度の場合は 25～90 年に 1 度程度となり、発生頻度が高

くなった。特に降水量の倍率が大きい北海道、東北において、発生

頻度が高く治水安全度の低下が大きい。同様に中小河川においても
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治水安全度の低下が想定される。 

このことから、将来の降水量の増加により、現計画が目標とす

る治水安全度は著しく低下することになり、浸水・氾濫の危険性

が増えることが明らかになった。 

 

 

最終的に各河川でＲＣＭ２０の地理分布を用いて、現在の計画の降水

量を何倍にしたときにはこうなるといった検討が必要。かつ、流域平均

の雨量で確率評価をして検討することが必要。【第3回】 

不確実さが当然あるが、安全度がだいぶ落ちるという結果がひとり歩

きすると、少しちょっと不安に思う。あくまで試算ということを強調してそ

の数値を出すべきた。【第4回】 
水系数 水系数 水系数

北海道 － － 1/40～1/70 2 1/25～1/50 8

東北 － － 1/22～1/55 5 1/27～1/40 5

関東 1/90～1/120 3 1/60～1/75 2 1/50 1

北陸 － － 1/50～1/90 5 1/40～1/46 4

中部 1/90～1/145 2 1/80～1/99 4 1/60～1/70 3

近畿 1/120 1 － － － －

紀伊南部 － － 1/57 1 1/30 1

山陰 － － 1/83 1 1/39～1/63 5

瀬戸内 1/100 1 1/82～1/86 3 1/44～1/65 3

四国南部 － － 1/56 1 1/41～1/51 3

九州 － － 1/90～1/100 4 1/60～1/90 14

全国 1/90～1/145 7 1/22～1/100 28 1/25～1/90 47

表－２　100年後の降水量の変化が治水安全度に及ぼす影響

地域名

将来の治水安全度（超過確率年）

1/200（現計画） 1/150（現計画） 1/100（現計画）
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３．土石流等の激化 

気候変化による影響は、降水量の時間的、空間的変化をもたら

し、土石流、地すべり等の土砂災害の誘因となる短時間雨量や総

雨量の増加を生じさせることが考えられる。また、現時点では不

明確な部分が多いが、土砂災害の素因となる表層の風化を進展さ

せ、山地斜面の植生を変化させることも考えられる。 

こうした中で、土砂災害に対して想定される影響としては、発

生頻度の増加、発生時期の変化、発生規模の増大などが考えられ

る。発生頻度の増加の結果としては、崩壊発生分布域の拡大や土

砂災害危険箇所以外での発生が考えられ、同時多発的な土砂災害

の増加も考えられる。特に、これまで大雨が少なかった地域で想

定を超える降雨が発生した場合は、激甚な土砂災害が発生する恐

れがある。発生時期の変化の結果としては、降雨の降り始めから

崩壊発生までの時間が短縮化し、避難を必要とするまでの時間が

短くなることが考えられる。発生規模の増大の結果としては、深

層崩壊の発生頻度の増加等による崩壊土砂量の増大や、土石流等

の到達範囲の拡大が想定される。 

なお、土砂流出量の増加は、中下流部において多量の土砂と一

体となった洪水を発生させる恐れがあるほか、河道に大量の土砂

が堆積することによって、氾濫の危険性が高まるとともに、河川

環境への影響も懸念される。またダム貯水池への堆砂が急速に進

行しダムの機能に支障を与えることが想定される。 

 

 

 

土砂災害は、少し具体的に特に東北や北海道で今までないような、被

害の可能性があることを、国民の皆さんとか政治家の皆さんに知って

もらいたいという意味で、リアリティのあるような書き方にしたほうがい

い。【第 4 回】 

土砂災害は、崩壊のように家屋に直接的な被害を及ぼすものと、河床

変動によって氾濫しやすくなる間接的な問題があるため、その辺を仕

分けをして気候変動の影響評価や対策を考える必要がある。【第3回】 

洪水と土砂は一体的な問題として今後とらえなければならない状況が

相当出てくる。洪水と土砂が一緒になったときの怖さは今までの土砂

災害でも起こっている。その頻度が増えるとか規模も拡大することのほ

かに、違ったタイプの土砂災害が出てくる。土砂災害のところの書き方

を、もう少し洪水とのリンクを一緒にしながら書いていただきたい。【第4

回】 
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４．高潮及び海岸侵食の増大 

海洋は、深層への熱の伝播に時間を要するため、熱による海水

の膨張が数世紀にわたって継続することとなり、温室効果ガス濃

度が安定化したとしても、海面水位は上昇し続ける。 

海面水位は、大気の流れの数十年規模の変動や黒潮の変動など

自然要因の影響を強く受けることから、地域ごとにどの程度海面

水位が上昇するかについて、精度よく見通しを立てることは技術

的に難しいが、長期間にわたる比較的安定した現象のため、この

影響を施設設計に見込むことは技術的には可能である。 

また、台風の激化に伴い、気圧低下により海面水位が上昇する

とともに、風による吹き寄せや波浪が大きくなる。このため、海

面水位の上昇とあわせて、台風の激化により、高潮による危険性

が増大することが想定される。 

一方、海岸の地形は岸向きと沖向きの土砂移動量が平衡するこ

と等によって形成されているが、海面水位の上昇に伴って平衡状

態が変化していくことにより、上昇分以上に汀線が後退する。さ

らに、台風の激化に伴い高波浪が増加すること等によって海岸侵

食がより進行していくと想定される。 

 

 

５. 渇水リスクの増大 

我が国の降水量は、1965 年頃から少雨の年が多くなっており、

1973 年、1978 年、1984 年、1994 年、1996 年、2005 年の降水量は、

年平均降水量を大きく下回り、渇水被害が発生している。また、

近年では、異常少雨と異常多雨の変動が大きくなる傾向が見られ

る。今後、気候変化により、極端な少雨が生じることも予測され、

大気温度が安定したとしても、海の循環に時間がかかるため、海面水

位の上昇というのは数百年以上にわたって続く。【第3回】 

海面上昇対策について、影響を設計に見込むことは可能であるという

表現を、見込むことは技術的には可能であるという趣旨の表現に直し

ていただきたい。【第 7 回】 

精度良く見通しを立てることは技術的に難しい。かなり割り切りをして、

日本近海でどのくらい海面上昇が起きているのか、しかも日本の中で

も地域別にどのくらい出てきているのかというのは、決めようと思えば

決められないことはない。【第 2 回】 

雪が減ることが、渇水というか、水需要においては一番影響が大きい

のではないか。雪をいかに有効に使うか、そのために雪をいかに把握

するか、この辺がまだ非常に遅れていると思う。流域全体で雪がどれ

だけあるか、山の上に雪がどれだけあるかということをもう少しきちっと

把握する技術を考えるべきではないか。【第 6 回】 
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1994 年渇水やそれを超える大規模な渇水の発生も懸念される。ま

た、積雪量の減少や雪解け時期の早期化等の傾向も強まるものと

考えられる。 

我が国の都市用水使用量は 2007 年３月末現在で約 283 億ｍ3/年

で、このうちダムなどの水資源開発施設による開発水量が約 63％

（約 178 億ｍ3/年）を占めており、水利用の相当程度は水資源開発

施設の運用に依存している。しかしながら、我が国のダムが計画

された時点での供給可能量に対し、現時点では供給実力は低下し

ており、都市用水等の安定的な供給に影響を生じる可能性が高い。

また、農業用水などの水資源を融雪に依存する地域においては、

春先以降の水利用に大きな影響が生じる可能性が懸念される。 

具体的には、極端な少雨現象の発生は、河川流出量を減少させ、

ダムの貯水量の低下等から、下流の必要流量の確保が困難となる。

さらに、気温上昇による積雪量の大幅な減少と雪解け時期の早期

化が伴う場合は、河川流出量の減少のみならず、流出時期が早ま

り、代かき期のダムの貯水量の低下等から、農業等における必要

流量の確保が困難となる。なお、水に対する需要は、社会条件の

変化の影響を大きく受けることから、渇水リスクは、気候変化と

社会条件の変化の双方から考える必要があり、長期的には見通し

を立てることは困難である。 

 

６．河川環境の変化 

気温など気候そのものの変化により、生態系は影響を受け、流

域を越えた大きな範囲で環境の変化が想定される。ここでは、流域

レベルでの河川環境を対象とした変化を予想する。 

気候変化による気温の上昇、降水量の変化、森林や水田・畑地
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などの流域の環境の変化等により、河川の流況や土砂・栄養塩類等

の物質の流出が変化することが予想される。 

降水量の変動幅が大きくなることから、異常洪水や異常渇水が

発生し、流量の変動幅が大きくなるとともに、積雪量や雪解け時期

の変化による流量パターンが変化する。また、異常洪水の発生や大

規模な洪水の発生頻度の増加により、土砂・物質の流出量が増加し、

水質（濁度）や河床の環境に影響を及ぼすことが予想される。流量

パターンの変化は、魚類等のライフサイクルに影響を及ぼし、適応

が難しい種は生息数の減少など大きな影響を受けることが予想さ

れる。濁度の増加やシルト・粘土質の堆積による河床環境の変化は、

魚類、底生動物、付着藻類等への影響が考えられる。また、流況や

土砂・物質の流出の変化は、河道内の植生にも影響を与え、攪乱の

状況等に応じて種の分布が変わることが考えられる。こうした様々

な種の変化は、種間関係を通じ生態系に対しさらなる影響を及ぼす

ことが考えられる。また、連続性を有する流域の環境の変化は、外

来種の繁殖や新たな種の侵入などが考えられる。 

水質への影響は、流況との関係もあり、予想することは難しい

面もあるが、水温の上昇や溶存酸素（ＤＯ）消費を伴った微生物に

よる分解反応が進むことにより、溶存酸素濃度の低下による水質の

悪化が懸念される。湖沼や貯水池においては、気温・水温の上昇に

より湖沼等内部での温度成層や植物プランクトンの活動が影響を

受ける等、河川以上に厳しい水質変化が予想される。水質の変化に

よっても生物への影響は考えられる。 

気候変化による生態系や水・物質循環系への影響は、現段階に

おいて知見やデータも少なく、予測するのは難しい。 

。 
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Ⅱ－４．国土・社会への影響 

気候変化による水害や渇水被害、土砂災害、高潮災害等が国土・社

会へ与える影響は、極めて大きなものとなると考えられるが、流域に

おける地形や河川形態、社会・生活の状況などによりその度合いは異

なる。このため、適応策を考える上で流域単位での検討を進めること

が重要であるとともに、流域内の適切な分担が不可欠であることか

ら、流域を上流域、中流域、下流域・海岸域に分け、典型的な例を用

いて想定される影響を検討する。 

 

１．上流域 

上流域では、過疎化、高齢化が進む中山間地域において、管理

の放棄等により森林の荒廃が進む中で、降水量や短時間降雨強度

の増加、台風の激化等により、土砂災害や風倒木災害の増大が想

定される。土砂災害では、発生頻度の増加、発生時期の変化、発

生規模の増大などによる直接的な被害の増加が想定される。 

土砂災害による被害の増加は、地域外への転出者の増加、限界

集落の出現、さらにはコミュニティの崩壊など、過疎化、高齢化

が進む中山間地域において大きな打撃となる。 

また、土砂流出が増大することにより、下流の洪水調節施設で

の堆砂が進み、治水・利水機能に支障が生じるとともに、河道で

の著しい堆積が発生し、洪水の流下阻害による治水安全度の低下

が想定される。加えて、土砂流出の増加による濁水の長期化も想

定される。 

 

２．中流域 

中流域では、山間部から扇状地が広がる地域において、降水量

上流、中流、下流で何が起こるのか。今起こっていることとは質的に違

うことが、気候変動の状況で起こる。それが何か分からないこともいっ

ぱいあるはずだから、そういうことを検討しなければならない。【第3回】 

気候変動が起こると、山の上から海岸までを含めて、人々が働いてい

たり生活しているときに、そこにどんな影響が現れてくるかが描けてあ

って、その影響を最低限、あるいは安全の範囲に抑えるためにはどうい

う対策が必要か、というような書き方ができないか。【第3回】 

流域の中では斜面崩壊の危険箇所が増える。流域外へのインパクトと

いうのは土砂供給が増えるかもしれない。その辺が提言されていて、水

害のほうにも河床の安定化対策の強化を考えている。土砂を管理する

体制を維持しながら、治水対策を検討することが非常に大事である。

【第3回】 
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や短時間降雨強度の増加、上流部からの洪水や土砂流出の増加等

により、堤防決壊等による氾濫や浸水頻度の増加が想定される。

これらの地域は、築堤により洪水氾濫からの安全を確保してきた

地域であり、氾濫域の土地利用は農地から宅地などへと変化して

いる。こうした中で、遊水機能や氾濫戻し機能を有する霞堤も近

年の土地利用の変化から開口部が閉じられてきた。扇状地での堤

防決壊等による氾濫は、氾濫流が広がる拡散型となることが多く、

広域に被害が生じる。急勾配河川では、多量な土砂を含む氾濫水

が土石流のように大きなエネルギーをもって家屋等を押し流し、

壊滅的な被害が生じる。また、洪水の頻発や規模の増大、土砂流

出の増加は河床の安定性を低下させることから、橋梁などの施設

災害を引き起こすだけでなく堤防決壊等による更なる氾濫の増加

につながる。 

堤防決壊等による氾濫は、地方の中核都市や工業団地、水田や

地域の特産物を産出する農地などに対して被害形態を変えなが

ら、さらに下流部へと広がっていく。地域の活性化が課題となっ

ている中で、水害による地域の競争力や活力の低下は、地域経済

に大きな影響を与える。 

一方、気温上昇による大幅な積雪の減少と融雪時期の早まりは、

河川流量の減少によって代かきなどの農業用水に大きな影響が生

じるなど、水資源を融雪に依存する中流域では、春先以降の水利

用に支障を生ずることが懸念される。 

 

３．下流域・海岸域 

下流域・海岸域では、低平地やゼロメートル地帯が広がる地域

において、降水量や短時間降雨強度の増加、海面水位の上昇、台
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風の激化、中流部からの洪水や氾濫水による影響等により、堤防

決壊等による氾濫や浸水頻度の増加が想定される。低平地やゼロ

メートル地帯では、市街化の進展により流出量が増加している上

に、排水が困難であることから、洪水や高潮による外水や内水の

氾濫による浸水が長時間に及ぶことが想定される。特に三大湾（東

京湾、伊勢湾、大阪湾）のゼロメートル地帯においては、平均海

面水位がＩＰＣＣ第４次評価報告書の予測上限値である 59cm 上昇

すると仮定した場合、海面水位以下となる面積、人口が約５割増

加すると予想されており、高潮等による被害は増大する。 

下流域・海岸域には人口、資産が集積していることが多く、特

に三大都市圏においては、社会経済活動の中枢機能が集積してい

ることから、水害や高潮災害等は国民の生命・財産への影響のみ

ならず、国家機能の麻痺や国際競争力の低下につながることが懸

念される。 

また、海岸域では現時点でも供給土砂量の減少により海岸侵食

が進行しているところもある中で、更なる海面水位の上昇や台風

の激化により、砂浜の消失など海岸侵食の増加が想定される。30cm

の海面水位の上昇により、我が国の砂浜の約６割が消失するとの

予測もある。 

このように、海面水位の上昇や台風の激化などによる影響は、

国土保全の観点から大きな支障となる。 

一方、気候変化による渇水が、人口等が集積している下流域・海

岸域で発生した場合には、都市用水等に深刻な影響を与え、都市機

能や生産活動の著しい低下等を招くことが懸念される。さらに、海

面上昇による塩水の遡上域の拡大や地下水の塩水化により、河川水

や地下水の取水への影響も懸念される。 
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Ⅲ．適応策の基本的方向 

Ⅲ－１．諸外国の適応策の動向 

１．洪水、高潮災害への適応策 

欧州連合（ＥＵ）では、2007 年 10 月に「洪水リスクの評価・管

理に関する指令」を公布し、気候変化が洪水発生に与える影響を含

めた既往の知見に基づく洪水リスク評価を行うことを定め、複数の

年超過確率に対応した洪水ハザードマップや洪水リスクマップを

作成することとしている。また、洪水リスク管理計画の策定及びこ

の計画の見直しの際には気候変化の影響を考慮することも定めて

いる。 

イギリスでは、近年の気候変化による海面水位の上昇と急速な宅

地開発の影響により、高潮に対する 1,000 年に１回の安全度が 100

年に１回の安全度に低下すると推定されているため、洪水リスク管

理計画である「Thames Estuary 2100(ＴＥ2100)」が検討され、テ

ムズ防潮堰の改良も検討されている。 

オランダでは、オランダの洪水リスク管理計画である「Room for 

the River」において、ライン川の流量増加への新たな対応方法と

して約 7,000ha の遊水地の確保等が考えられている。また、レク川

のマエスラント高潮堰は 50 年後の海面水位の上昇を見込んだ構造

となっているほか、高潮対策の堤防整備に対し、耐用年数を考慮し

た海面水位の上昇を見込んだ設計をしている。 

経済協力開発機構（ＯＥＣＤ）では、2006 年５月に先進国におけ

る気候変化に関する適応策の進捗状況をとりまとめている。その他

にも、ドイツ、フランスなど欧州諸国やアメリカ、オーストラリア
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などでも適応策の検討が進められている。 

一方、日本を除くアジア諸国では、気候変動枠組条約における非

付属書Ⅰ国※21に属し、適応技術の不足や予算の制約等により適応策

を国家施策に位置づけている例は少ないが、大韓民国では「国家水

安保確保方策」の構築や「水資源影響評価体系」の構築などに取り

組んでいる。なお、バングラデシュ、ブータン、カンボジアといっ

た後発開発途上国に関しては、地球環境ファシリティ（ＧＥＦ）の

助成により国連環境計画（ＵＮＥＰ）や世界銀行の協力の下、国別

適応計画（National Adaptation Programme of Action;NAPA）が策

定されている。 

 

２．渇水への適応策 

経済協力開発機構（ＯＥＣＤ）による、先進国における気候変化

に関する適応策の進捗状況調査（2006.5）等によれば、多くの先進

国では気候変化による水資源への影響を認識し、気候変化影響評価

を進め、水資源分野の適応策の検討に着手している。 

アメリカのカリフォルニア州では、節水対策の強化、表流水貯留、

地下水貯留、送水施設などを含む水管理・送水システムの拡張が検

討されている。また、エネルギーと水のトレードオフの関係に着目

し、効率的な水管理による排出ガス削減を目標に、エネルギー政策

セクターと共同で適応戦略を検討中である。 

カナダでは、利用者による節水対策、渇水に対する計画及び準備

のさらなる重視、水量・水質・気候に関する国の監視、河川生態系

を考慮した水の公平な配分に関する手続き、温度に耐性のある作物

品種改良、かんがいシステムの開発等が検討・実施されている。 

オーストラリアの西オーストラリア州南西部では、2005 年に多様
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性による安全保障戦略「水資源開発計画 2005-2050」を策定し、海

水淡水化、下水処理水再利用、水源域管理、水取引等、降雨状況に

依存しない水資源オプションと計画対象年の見直し等により、将来

の水需要増と気候変化への適応を図るものとなっている。 

ヨーロッパ各国では、供給を増やすための技術的方策、水使用効

率向上（雑用水利用等）、経済的手法の改善（水価格設定）、保険制

度、水使用制限、水収支を改善する国土計画、予測・監視・情報提

供等の適応策が検討・実施されている。 

 

Ⅲ－２．適応策の基本的方向 

 

１．適応策の基本的考え方 

地球温暖化への対応として、適応策が緩和策とともに重要である

ことは、ＩＰＣＣ第４次評価報告書での記述のみならず世界におけ

る共通認識である。しかし、我が国の社会におけるこの点の認識は

低く、ともすれば議論は緩和策に偏りがちであり、適応策の必要性

に対する国民の理解は十分とは言えない。特に水災害に対し脆弱な

国土である我が国においては、適応策の必要性が普及していないこ

とが問題である。 

気候変化への対応は、人の命を守るとともに、これまで作り上げ

てきた社会・文化を継承するという視点が重要である。さらに、少

子高齢化や大量生産・消費・廃棄型の社会などにおける社会問題の

解決と併せて行うという考え方が必要である。すなわち、これまで

の社会構造を見直して、安全・安心のみならず、エネルギー効率の

高い、自然と共存した社会を目指し、適応策と緩和策の適切な組み

合わせにより、持続可能な「水災害に適応した強靱な社会」を構築
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すべきである。 

 

２．目標の明確化－「犠牲者ゼロ」に向けて－ 

気候変化により激化する水害や土砂災害、高潮災害等は、様々な

規模が考えられるため、これらからすべてを完全に防御することは

難しい。このため、気候変化への適応策としては「犠牲者ゼロ」に

向けた検討を進めるとともに、首都圏のように中枢機能が集積して

いる地域では、国家機能の麻痺を回避することなど重点的な対応に

努め、被害の最小化を目指すことが必要である。 

その際には、我が国は地震や火山が多いことから、豪雨後の土中

の水分含有量や地下水位が非常に高くなったところに、地震が発生

し地すべりが起こるというような複合的な災害の発生への対応も

考えておく必要がある。 

 

３．増大する外力への対応 

（洪水に対する治水政策の重層化） 

将来的に降水量が増加すると想定し、さらに現在の治水安全度を

将来的にも確保することを考えると、基本高水のピーク流量は大き

く増加することとなる。この増加する流量を河道改修や洪水調節施

設の整備等で対処するには、社会条件等の制約から、そもそも対応

が極めて困難であったり、完成まで相当の長期間を要することか

ら、実現が困難であったりする。 

また、現在の計画の流量を目標とすると、将来的に治水安全度は

著しく低下することになり、浸水・氾濫の脅威が増すことになる。 

これらの課題を解決していくためには、気候変化による外力の増

加分への対応も治水政策として取り扱う必要がある。 

本当に超過洪水対策に取り組むということだと、人を救わないといけな

い。【第 3 回】 

豪雨後の土中の水分含有量が非常に高くなったところに、地震が発生

し地すべりが起こる、といった複合的な災害やその影響という観点も日

本では非常に重要。【第 3 回】 

東京湾のように日本全体の経済を支えているような所が被害を受けた

ら、経済力が無くなり立ち上がることもできなくなる。優先度という中に

はそういうことも頭に入れて、できるだけ早めに手を打っていくという視

点を、ぜひ入れていただきたい。【第 3 回】 

全く１滴もあふれないようにするというのは、今の治水予算から考える

と、現実的には不可能なことであるというのも大事なメッセージである。

【第 4 回】 
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このため、これまでの計画において目標としてきた流量に対し、

河道改修や洪水調節施設の整備等を基本とする「河川で安全を確保

するという治水政策」に加え、増加する外力に対し「流域における

対策で安全を確保する治水政策」を重層的に行うべきである。これ

により、起こり得る様々な規模の洪水を対象とし、その規模に応じ

て弾力的に流域で対応することとなる。 

 

 

（激化する土砂災害への対応強化） 

土石流等の土砂災害における発生頻度の増加や規模の拡大に対

して、すべて予防的措置を行うことは現実的でなく、危険性に応じ

た対応を考えるべきである。このため、施設の整備に当たっては、

人命を守る効果が高く、土砂災害の危険性の高い箇所を抽出し、重

点整備を進めるとともに、施工方法を工夫し費用を縮小することに

より、できるだけ多くの危険箇所において対応を図ることが重要で

ある。さらに、増大する土砂災害の危険性に対し、ソフト対策を強

化することが必要であり、土砂災害警戒区域等の指定などの土地利

用規制を推進するとともに、前兆現象や災害の初期情報を的確に捉

え、情報技術を活用して、防災関係機関や住民等と情報を共有する

など警戒避難体制の整備を進める必要がある。 

上流域で土砂流出を抑制するには限界があり、増大して流出して

くる土砂に対し、ダムの機能を守り、下流河道の治水や河川環境に

も配慮するため、排砂対策を講じる。河道での堆砂やそれに伴う流

れの変化による局所的な河床低下などに対しては、河床の動的平衡

性を確保しつつ、河床高を適切に維持する。これらについては、流

域における土砂動態を明らかにし、土砂移動の予測のもとに対策を

超過洪水として対応するのは大いに結構だが、もう一方で気候変動が

普通になるという新しい枠組みを考えるべき。【第3回】 

重構造にして、施設と流域で治水整備をやるということが洪水とともに

いきていくということの１つの現れであると思う。【第 7 回】 

超過洪水という取り上げ方もやめて、外力として計画に取り込まなくて

いけないという明確な書き方は、非常に大事だと思う。【第 7 回】 
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検討する。 

流下する土砂の増加や減少など土砂の連続性に影響する様々な

課題に対して、流域の治水、利水、環境のバランスがとれるように

山地から海岸までの一貫した総合的な土砂管理の取り組みを強化

することが重要である。 

  

 

 

 

 

（高潮への段階的な対応及び進行する海岸侵食への対応の強化） 

海面水位の上昇や台風の激化に対応するため、高潮堤防等を的確

に整備する必要があるが、高潮堤防等はコンクリート構造が多いこ

とから、施設更新時などにあわせて、その時点で今後増大する外力

を見込んで嵩上げを行い、浸水頻度を減少させる必要がある。 

具体的には、今後の海面水位の上昇や台風の激化に係る研究の進

度を踏まえ、嵩上げは段階的に考え、 

・ 第Ⅰ段階として既に上昇した海面水位上昇分を見込む 

・ 第Ⅱ段階として既に上昇した海面上昇分に加え、構造物の耐用

年数を考え、外挿や予測計算などでその期間における海面水位上

昇分を見込む 

・ 第Ⅲ段階として第Ⅱ段階における考え方に加え、台風の激化に

伴う高潮上昇分を見込む 

という方法で嵩上げを実施する。この場合、背後地の重要度によっ

ては早い時期に第Ⅱ段階、第Ⅲ段階での考え方を取り入れるなどの

措置を講ずることが重要である。なお、海面水位の上昇に伴い構造

変動の大きさ等を吸収する上の施設整備として、既存の嵩上げとか、

そういう段階整備の施策等がもう少し記述されたい。【第 6 回】 

渇水が起こらないようにうまく調整して使いたいとか、洪水も起こさない

ようにしたいとすると、平滑化しようという方向になる。そうすると土砂が

出にくい方向になるので、いろいろな適応策を打っていくときに、土砂の

移動がどのようになるのか把握することが大事である。【第6回】 

海岸構造物は基本的には５０年耐用年数で設計しているので、少なくと

も観測して既に起こった海面上昇分は設計に入れる。次の段階として、

耐用年数である５０年先まで外挿したり、計算した結果を設計に取り入

れる。さらに、台風の巨大化について情報が貯まってきたら、それも設

計に入れる。この時に、構造物は余裕高を見て設計するので、余裕高

をどのように使うかは技術的に非常に考えるべき余地がある。【第3回】

海面上昇が定量的に算出困難というのはあてはまらないのではない

か。豪雨や洪水より安定して考えられる海面上昇は、今世紀末までで２

０ｃｍ、実際の観測でも１０ｃｍぐらい上がっているので、海面上昇を見

込んで防潮堤を作るということで考えてもよいのではないか。ただし、耐

用年数を見込んで上がりそうな分を考慮するのが非常によい。【第3回】

海岸侵食について、２の影響ではずいぶん項目を作って書いてある

が、３の適応策になると項目として抜けている。【第 7 回】 

流域の中では斜面崩壊の危険箇所が増える。流域外へのインパクトは

土砂供給が増えるかもしれない。その辺が提言されていて、水害のほう

にも河床の安定化対策の強化を考えている。土砂を管理する体制を維

持しながら、治水対策を検討することが非常に大事である。【第3回】 
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物に作用する外力が目標を超えた場合でも壊れない構造設計の考え

方を検討していく必要がある。 

また、進行する海岸侵食に対応する観点からも総合的な土砂管理

を積極的に推進し、海岸に土砂が適切に供給される対策を講じると

ともに、サンドバイパス等により海岸における土砂移動の連続性の

確保を図り、海岸保全施設によって沿岸漂砂の制御等を進めていく

必要がある。 

 

（渇水リスクへの対応） 

将来にわたって安全・安心な水資源の確保と利用のため、既に顕

在化している課題である限られた水資源の有効活用や震災時をは

じめとしたリスクへの対応として、水資源の有効利用の観点からの

マネジメント、量と質の一体的マネジメント、危機管理の視点から

のマネジメントを柱に、受水域を含めた水系（以下「水系」という。）

ごとに一体として調整のとれた管理を計画的に行う総合的水資源

マネジメントに向けた取り組みが推進されている。この中で、気候

変化により高まりつつある渇水リスクへの対応については、新たな

最重要課題として位置付けていく必要がある。 

 

（河川・海岸環境の変化への対応） 

気候変化による生態系や水・物質循環系への影響については、現

状では予測しにくい状況であることから、気候変化に伴い生じる流

況や土砂・物質の流出の変化、流域や沿岸域の環境の変化等による

生物の生息・生育環境や生物種への影響及び気温上昇等による水質

への影響等について、十分にモニタリングを行いながら考えていく

ことが重要である。このため、気候の変化とあわせて、河川・海岸

外力を決めたらそれだけにもつのではなく、その上の超過外力が来た

ときに何が起こるかも考えなければならない。例えば新規に作る構造

物については超過外力についても考慮するなど。【第 7 回】 

総合土砂管理は海岸侵食問題の長期的な解決策。【第3回】 

水系別に水の渇水に対する対応としていろいろな施策を統合的にやっ

ていく場合、上・下水道もそれぞれ自治体が経営主体でやっている。そ

れらと水系全体としての水のマネジメントを渇水への対応とで考えた場

合に、衝突するだろうと思う。その場合、所有と経営というか、オペレー

ションの分離とか、あるいは政策の分離ということが、水の分野につい

ても考えられるのではないか。【第 6 回】 

水資源の特質性もあり、規制的管理というのは非常に大事だと思うが、

これからの順応管理を考えると、水資源の市場原理をうまく活用するよ

うな形への変換も考慮していかなければならない。【第 6 回】 
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環境の変化の把握に努めるべきである。 

 

４．災害リスクの評価 

適応策の検討に当たっては、その前提となる気候変化の影響に伴

い発生する水災害が社会や経済等に与える影響を、国民や関係機関

等にわかりやすい形で災害リスクとして評価し、国土構造や社会シ

ステムの脆弱性を明らかにすることがますます必要である。この脆

弱性を十分理解した上で適切な適応策が選択されるべきである。 

洪水被害を対象にした場合には、起こり得る様々な規模の洪水に

対し、流域での氾濫形態を分析して、氾濫形態ごとに水害リスクを

評価することが考えられる。また、施設整備の状況や避難活動など

の防災力を反映させた上で算出された人的・経済被害などの大きさ

に災害による被災確率を掛け合わせて集計したものや地域の防災

力などを水害リスクとして評価することも考えられる。また、評価

において、大河川の堤防決壊等によるカタストロフィーについて留

意する。結果は、リスクマップとして目に見える形で示すことが重

要である。水害リスクの評価は、現況の脆弱性を示すだけでなく、

適応策を導入した場合に、比較をすることでその効果を把握するこ

とができるという意味においても重要である。 

渇水被害を対象にした場合にも、将来の河川流況の変化から、正

常流量を下回る度合い、取水制限や給水制限の度合いや期間、減水

区間の距離などを総合的に勘案することにより、水系ごとに渇水リ

スクを評価することができる。 

 

 

 

現在水資源に対して、問題ないと国民の大多数が思っているが、その

原因は取水制限は多くても給水制限に至らないことが非常に大きい。

国民の視点で考えたとき、いかに将来の渇水リスク増を実感してもらえ

るかという点では、給水制限がどうなるかという視点が大事。【第6回】 
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５．適応策の具体的な提案 

今後具体的に適応策を考えるに当たっては、流域全体で予想され

る新たな事態について、災害リスクなどの形で国民や関係機関等に

周知するとともに、流域においてどのように対応していくのか、関

係機関、団体等との役割分担を含め、国が中心となって地域ととも

に広く検討することが重要である。 

また、流域における適応策の策定は、川と地域の関係の再構築と

も考えられ、地域と一体となって取り組む必要がある。このため、

上流域、中流域、下流域の住民や関係機関等が共通の認識を持つこ

とができるように、気候変化による影響のみならず、流域における

社会や自然と安全の関係に関する情報、災害リスクや費用負担など

の情報をわかりやすく、徹底して公表し、共有化する中で合意形成

を図ることが重要である。 

その際、洪水においては、施設でどこまで対応するのかを明確に

した上で、流域において流出の抑制策、浸水・氾濫からの被害軽減

策、被災施設の復旧・被災地域の復興策を検討し、起こり得る様々

な規模の洪水に対して「犠牲者ゼロ」などの目標の達成を図ること

が重要である。 

適応策としては、水害、土砂災害、高潮災害等に対して、着実に

被害の軽減を図る「施設による適応策」、地域づくりのビジョンと

も関係する「地域づくりと一体となった適応策」、浸水・氾濫や土

砂災害が発生した時に被害の最小化を図るための「危機管理対応を

中心とした適応策」、渇水に対しては「渇水リスクの回避に向けた

適応策」、また、河川環境の変化に対しては、気候変化が河川環境

へ与える影響の把握を中心とした「河川環境の変化への適応策」を

以下のとおり提案する。 

住民にとってわかりやすい形でリスクを表現しない限り、机上の空論と

なる。ある程度レベルに応じたランキングをするなどし、ランクがそれぞ

れどんな水利用障害があるのとか、どれくらいのコストが必要なのかと

いうような形でリスクのランキングをするのが、わかりやすいのではない

か。【第 6 回】 

流域全体で水災害や土砂災害から、全部含めてどのように対応する

か。河川管理者が中心になると思うが、都市計画も下水も農水もみん

な絡んでどうするかを協議するほかないというメッセージを今回出すこ

とになる。【第 5 回】 

国民に渇水や洪水への適応策のオプションがあることを知らせて、議

論して合意を得るということが大事で、それに対して追加的にどのぐら

いの国民負担があるのか出すべき。今後そうしなければ、財政的に厳

しい中、国民の理解を得られないだろう。【第 6 回】 

最初から土地利用を規制するようなことを全面に出していっても、うまく

いかないだろう。河川側からの土地利用を見た治水安全度の割り振り

や洪水制御方法の選択をするようなイメージを出しながら、土地利用の

議論へとリードしなければなかなか進まない。【第 5 回】 
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（１）施設による適応策 

施設は、その能力以内の外力に対し、生命・財産への被害を防

止し、通常の社会・経済活動が継続することを可能とする。この

ため、国民の生命・財産を守るという観点からは、出来る限り、

施設能力の向上に努め、施設により被害を予防・最小化すること

を引き続き重視していかなければならない。 

しかしながら、我が国の現状の施設整備率が未だ低く、目標ま

での完成に長期間を要することなどを考慮すると、想定される外

力の変化に対応して整備目標水準を高めることは、現時点では現

実的ではなく、当面は、現在の整備目標水準を目標としながら、

適切に社会条件を評価し、必要な施設整備を着実に進めるべきで

ある。 

 

１）新規施設の整備 

新たな施設整備に当たっては、徹底したコスト縮減を図る

とともに、今後、外力が変化することを念頭に置き、過度の

コスト増大とならない範囲で、設計上の工夫や技術開発を出

来る限り行う。例えば、構造物の設計は計画高水を外力とし

ているが、今後はこれに加えて堤防満杯規模の高水時にも信

頼性を低下させないよう安全性の照査を行う。 

浸水・氾濫の頻度が増加する中で、社会・経済状況等の制

約により施設を設置しにくい場合や災害の状況に応じて機動

的な運用が必要な場合には、被害軽減のために効果的な可搬

式の特殊堤防や排水ポンプの整備を図る。 

 

 

施設整備は、子供もお年寄りも身体が不自由な人も、すべてが何も気

にしなくても守られるという非常に良いところがある。大規模災害で施設

整備を超える外力には、なかなか対応が難しいので、施設整備までで

１００％守るということは非常に重視しなければいけない。【第 3 回】 
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２）既存施設の安全性の維持・向上 

堤防などの治水施設は、長い歴史の中、延長や数量の確保

が精一杯で、質の確保まで至っているわけではない。気候変

化により、洪水の頻度が増大することを考えれば、既存施設

の安全性の維持・向上は急務である。 

特に堤防については、速やかに安全性の点検・評価を行い、

安全性が不足している箇所については、強化対策を強力に推

進する必要がある。また、強化の方法について積極的に技術

開発を推進する。 

また、伊勢湾台風を契機に整備が進んだ高潮対策施設や流

域の急激な都市化に伴って整備が進められた治水施設の老朽

化が進んでおり、更新時期を迎えてきている。更新投資の集

中を避けるためにも、施設の安全性の点検・評価を行い、長

寿命化に向けた予防保全的な管理を行うなど計画的な維持管

理が必要である。さらに、高潮堤防等については、施設の更

新時等に気候変化による外力の変化に対応した対策を行う必

要がある。なお、施設が被災した際の災害復旧と併せて対策

を行うことも効果的である。 

 

３）既存施設の徹底した活用 

これまで蓄積されてきた施設のストックを活かし、現在の

技術や新たな技術を用いて、施設の改良、再生、運用の高度

化、さらには複数の施設の再編などにより、既存施設の能力

をできるだけ幅広く引き出すことがコストや早期効果発現の

面で極めて有効である。 

質的向上、あるいは極端な高潮や高波が来たときに対して、より頑強な

施設にできるか復旧時に考慮するなど、合わせて考えるべき。【第 3

回】 
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・ 降雨予測技術と施設の運用の高度化 

気候変化により降雨パターンの変化等が考えられる中

で、観測体制の強化や降雨予測技術の向上によってダム等

の施設操作の確実性を高めたり、ダムの治水・利水容量を

効率的・効果的に活用するため、施設の改良、再生、運用

の高度化を図る。 

・ ダム群の容量の再編等 

既設ダムの治水や利水効果の向上を図るため、流域にお

ける降雨特性やダムの運用状況を踏まえ、既設ダム間で治

水容量と利水容量を振り替えるなどダム容量の再編を行

う。また、有効活用の観点から発電ダムなどの連携運用に

ついても検討すべきである。 

 

 

４）流域における施設の整備 

流域における二線堤、輪中堤などの整備は、地域における

合意が必要なため、これまでの経緯や地域の土地利用を踏ま

え、洪水の氾濫形態を分析し、水害リスクの評価を行って効

果を明確にして実施する。また、道路や鉄道等の他事業によ

る盛土を活かしたり、地域社会の分断を避けるために陸閘等

を導入したり、コストや環境面での工夫を行う。 

さらに、地域においては、利便性からこれらが排除される

可能性もあり、河川や海岸の施設と一体的に管理することが

必要である。 

外力の変化と対応策を考える１つのかなめであり、またハードウエアだ

けではない形で人命を救うのであれば、観測の充実・強化をもう少し打

ち出すことはできないのか。【第3回】 

地域づくりの適応策に遊水地、二線堤、輪中堤があるが、流域内の流

域対策としての施設整備、例えば道路整備と連携してやるということな

どもこの中に位置づける必要がある。【第7回】 

ダムのオペレーションに関連して、融雪期の変動・変化、大雨の時期や

梅雨、台風、そういう降雨期等の変動によって、ダムの制限水位そのも

のの設定の仕方の変更なども提案としてはある。【第 5 回】 

観測体制を少し高度化をする必要があるのではないか。情報のオペレ

ーションの高度化の中での使い方と関係してくる。【第 3 回】

オペレーションの高度化とか、観測体制の高度化というのはあるが、短

時間予報の短時間予測システムの高精度化も必要だ。観測体制、高

度化された観測体制を有効利用するためにも重要なので、減災対策の

中の一部として、予測システムの高精度化を入れるべき。【第4回】 
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５）総合的な土砂管理の推進 

気候変化による流出土砂量の増大は、治水、利水のみなら

ず河川や海岸の環境を含めた流砂系全体に影響を及ぼす。ま

た、海面水位の上昇や台風の激化によって海岸侵食がより進

行していく。このため、モニタリング等により土砂動態を明

らかにし、治水、利水、河川や海岸の環境等への影響を把握

する必要がある。 

山地から海岸まで、それぞれにおける課題に対し、適切な

土砂の移動や管理、沿岸漂流砂の制御、海岸の保全・再生が

行えるように、関係者が連携して施設の整備や操作、維持活

動、採取規制などハード、ソフトを組み合わせた対策を行う。 

 

（２）地域づくりと一体となった適応策 

人口減少や少子高齢化の進展など社会が変化する中で、土地利

用や住まい方なども変化してきている。こうした社会構造の変化

と併せて適応策を講じることは効率的で実現性が高い。気候変化

により増加する外力に対し、大きな外力を対象に防御することは

困難なため、様々な流域対策で外力の集中を避け、外力をできる

だけ分散して守ることが社会、経済、環境面で有効である。この

ため、これまで限定的に総合治水対策などで実施してきた方策を

拡充し、外力の増加要因であるＣＯ２の削減策も含めた地域づく

りを社会構造の変化と併せて実施する。今後は、経済的な効率性

や利便性などに加えて、エネルギーの効率性や都市内の環境、水

災害のリスクの軽減を考慮した地域づくりを進め、水災害に適応

した強靱な社会を構築していくことが重要である。 

気候だけが変わるのではなくて、社会も変わる中で、まちづくりや土地

利用・住まい方もあわせて考えるのは重要な方法。高齢化社会や投資

余力が非常に減っていくと、今住んでいる所を守るだけでなく、守りやす

い住まい方に変えていかなければならない。住民の移住、移動も考え

るべきである。【第 3 回】 

適応策と緩和策をどういうふうにマージしていくのか。個々の施策がそ

れぞれあるのではなく、一貫して繋がるようなイメージのものを作ってい

ただきたい。もう少しロジックが明確になるようなことを考えていただき

たい。【第 7 回】 
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１）氾濫しても被害の少ない地域づくり 

流域に残されている遊水地、二線堤、輪中堤などについて

は、これまでの治水の歴史における役割を再認識し、現在の

土地利用との整合を図って、氾濫流の拡散防止に役立てる。

また、地域の土地利用を踏まえ、新たな整備も行う。流域を

いくつかのブロックで区切ることにより、洪水氾濫の拡散を

抑制し、氾濫しても生命等の重大な被害の少ない地域づくり

を進める。 

 

 

２）土地利用の規制・誘導と一体となった治水対策の推進 

浸水頻度や浸水のおそれが高い地域、がけ崩れや土石流など

土砂災害の危険性が高い地域などでは、土地利用の規制・誘導

と一体として被害を抑制する方策が有効である。 

海外においても、施設整備を実施するだけでなく、流域の特

性に応じて災害に対し危険な区域から「撤退する」などの方法

を採用している地域もあり、災害を封じ込めるだけでなく、許

容する余地も考えるべきである。 

・ 災害危険区域の指定と治水対策の一体的推進等 

災害危険区域条例等を活用し、区域を指定して新たな住

宅が立地しないよう一定の規制をかけることとあわせて、

輪中堤の築造、宅地のかさ上げ、浸水防止施設、貯留施設、

内水排除施設の整備などにより住宅を洪水による氾濫から

防御することが有効である。 

さらに、災害の危険性の高い地域において、災害リスク

を示すことや保険制度等を活用したインセンティブを与え

「氾濫しても被害の少ない地域づくり」で、「遊水地、二線堤、輪中堤な

どを効果的に配置し」とあるが、新たに配置するというよりは、治水施設

としてあまり位置づけられていなかったものを再評価し、有効性を認

め、整備・補強してといったことではないか。歴史的な治水体系の再評

価というほうが受け入れてもらいやすい。【第 4 回】

人口が減ることを踏まえて土地利用と一体となって計画的な撤退が求

められる。【第 3 回】 

最初から土地利用を規制するようなことを全面に出しても、うまくいかな

い。河川側からの土地利用を見た治水安全度の割り振りや洪水制御

方法の選択をするようなイメージを出しながら、土地利用の議論へとリ

ードしなければなかなか進まない。【第 5 回】 
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ることにより被害の軽減に向けた土地利用を誘導すること

も重要である。 

・ 土砂災害警戒区域等における対策の推進 

土砂災害の危険性が高い区域において、住宅等の新規立

地の抑制、既存住宅の移転促進などをより一層推進すると

ともに、気候変化に伴う土砂災害の規模の増大等に対し、

必要に応じて警戒区域等の見直しを行う。 

さらに、都市計画において市街化区域の設定が行われる

場合等には、土砂災害警戒区域等の土砂災害の危険性があ

る区域が含まれないようにする。 

 

３）まちづくりの新たな展開 

河道で流せる流量には限りがあることから、まちづくりと併

せて積極的に雨水の貯留・浸透・流出抑制機能を流域で増やす

ことがより一層重要となってきている。 

また、低炭素社会の実現に向けて浸水対策による安全性の

確保と併せて、ＣＯ２削減による環境負荷の低減が重要であ

る。 

具体的には、水害リスクの低減と、水辺景観や親水性の確保

に加えて、河川の持つ水辺や緑地の空間の重要性を踏まえ、ヒ

ートアイランド現象の抑制やＣＯ２削減効果を兼ね備えた河

川整備などを進めるべきである。 

・ 安全で低炭素型のまちづくり 

エネルギーの効率が良く、治水対策を実施しやすい住居

等の集約型のまちづくりや、太陽エネルギーの活用などＣ

Ｏ２削減効果の高い住宅と大規模調整池を一体として整備
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水災害分野における地球温暖化に伴う気候変化への 
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するレイクタウンのような、低炭素型まちづくりを進める。 

・ 都市河川の緑化 

水害対策や水防に資する河畔林の形成と併せて水辺の緑

化を推進する。これにより、都市空間に水辺や緑を増やす

とともに、流域にある公園や緑道などの緑地帯と緑のネッ

トワークを形成し、風の道を確保する。 

・ 河川の再生 

都市化が進展する中において、コンクリート化された河

川や暗渠化された河川などについては、その再生を図り、

都市の中に水辺や緑地空間を形成し、都市空間に水辺や緑

と風の道を確保する。 

・ 雨水の貯留・浸透・流出抑制のための施設の推進 

特に中小河川において降雨の急激な流出を緩和するた

め、流域全体の保水対策として雨水の貯留・浸透・流出抑

制のための施設の設置を、下水道と十分に連携しつつ条例

等による規制や助成等を用いて推進する。 

 

４）住まい方の工夫 

浸水や土砂災害による被害が想定される地域においては、

住宅の被害軽減と早期復旧・復興のため、浸水に強い建築構

造や土砂災害の発生を想定した建築構造を採用するなど住ま

い方に工夫が必要である。また、浸水被害を想定し、電源や

コンピュータ等の電子機器等の配置、災害時要援護者の居室

等、安全・安心を考えた建築物の利用、止水板や土のうによ

る水防など自衛策を考えることが重要である。 

・ 水害等に強い住まいの工夫 

総合治水、特定都市河川浸水被害対策法の拡大により、調整池を流

域にたくさん作るべきではないか。【第 3 回】 

土地利用や住まい方への転換、節水型社会の構築という適応策があ

る。【第6回】 

新しい河川施策を推進しようとすると、特に予算の関係と、土地利用と

いう人の住まい方まで踏み込む提言である。【第 3 回】 
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住宅を長期的に良好な状態で利用できるようにするた

め、浸水被害の想定される地域においては、耐震性などと

あわせて、浸水や土砂災害に強い建築構造を考えることが

重要である。浸水に強い建築構造としては、高床式の構造

やＲＣ構造などが考えられ、土砂災害に強い建築構造とし

ては、住宅の壁をＲＣ構造で補強することなどが考えられ

る。 

 

５）自然エネルギーの活用 

地球温暖化・ヒートアイランド対策を推進するため、河川水

などの未利用の自然エネルギーを活用したヒートポンプを導

入すること等により、効率的なエネルギー利用を図る。 

 

（３）危機管理対応を中心とした適応策 

施設整備を重点的に実施したとしても、水害や土砂災害、高潮

災害等を完全に防御できず、社会・経済活動や生活活動に影響が

及ぶ。また、突発的な大規模災害に対しては、減災に向けて発生

時に速やかな対応が可能となるように平常時からの備えが必要

である。こうしたことから、大規模災害に対し、平常時における

予防的な施設整備とあわせて、危機管理の観点から一体的に減災

や復旧・復興対策を講ずる必要がある。 

 

１）大規模災害への備えの充実 

壊滅的な被害を回避し、復旧・復興を早期に達成して、社

実施方針としては、まず重点的に施設整備はするが現在でも未完成で

あり、温暖化により外力が厳しくなるので、どんな施設整備をしても１０

０％足りる状況にはならないので、それに対して大規模災害に対応する

対策を打っていくという構造ではないか。【第3回】 

海面上昇のように徐々に上がってくるものに対しては、順応的にやって

いくとういうのが対応しやすいが、突発的な非常に大きな災害に対し

て、どうするか考えておく必要がある。【第3回】 
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会・経済活動や生活活動を継続していくため、危機管理対応

の充実・強化の一環として、国による広域的な災害支援体制

の強化や広域防災ネットワークの構築など大規模災害への備

えを充実させるべきである。また、国と地域が連携して、万

が一堤防決壊・氾濫した場合の緊急対策、氾濫域等における

氾濫流や排水の対策、大規模土砂災害への迅速・適切な対応

を考える必要がある。 

・ 広域防災ネットワークの形成 

氾濫による道路の浸水は、避難誘導、被災箇所の応急復

旧対策、排水機場への燃料輸送等を困難とし、迅速な復旧

活動の障害となるとともに、復興段階においても長時間物

資輸送を不可能とするなど影響が大きい。このため、防災

ステーションや資材備蓄場等から災害箇所へのアクセスを

確保する広域防災ネットワークの構築が重要である。具体

的には、浸水しにくい堤防及び緊急用河川敷道路と高架道

路等を連結し、ネットワークを形成すること等が考えられ

る。 

・ 復旧・復興のための排水対策の策定 

大規模な洪水氾濫が発生すると、広範囲に浸水し、氾濫

源の地形により、また、堤防・盛土等が障害となることに

より浸水が長期間に及ぶ可能性があり、社会の混乱が長期

化するため、悪影響をより小さくする必要がある。このた

土砂災害に対する危機管理的な、異常現象に伴う土砂災害時の危機

管理のようなことについての提言も少し入れていただきたい。【第7回】 

砂防事業と一体となって、下流河川での堆砂などの河川災害の問題を

考えていくような姿勢が必要。山地から海岸までの一貫した総合的土

砂管理につながるというということで、その点をもう少し強く入れていた

だきたい。【第 7 回】 
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め、早期に被災施設の復旧、被災地域の復興を可能にする

ため、排水ポンプや水門の確実な操作により氾濫水の迅速

な排水を行うほか、非常用排水樋門の整備も推進する。 

 

１）大規模災害への備えの充実 

壊滅的な被害を回避し、復旧・復興を早期に達成して、社

会・経済活動や生活活動を継続していくため、危機管理対応

の充実・強化の一環として、国による広域的な災害支援体制

の強化や広域防災ネットワークの構築など大規模災害への備

えを充実させるべきである。また、国と地域が連携して、万

が一堤防決壊・氾濫した場合の緊急対策、氾濫域等における

氾濫流や排水の対策、大規模土砂災害への迅速・適切な対応

を考える必要がある。 

・ 広域防災ネットワークの形成 

氾濫による道路の浸水は、避難誘導、被災箇所の応急復

旧対策、排水機場への燃料輸送等を困難とし、迅速な復旧

活動の障害となるとともに、復興段階においても長時間物

資輸送を不可能とするなど影響が大きい。このため、防災

ステーションや資材備蓄場等から災害箇所へのアクセスを

確保する広域防災ネットワークの構築が重要である。具体

的には、浸水しにくい堤防及び緊急用河川敷道路と高架道

路等を連結し、ネットワークを形成すること等が考えられ
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る。 

・ 復旧・復興のための排水対策の策定 

大規模な洪水氾濫が発生すると、広範囲に浸水し、氾濫

源の地形により、また、堤防・盛土等が障害となることに

より浸水が長期間に及ぶ可能性があり、社会の混乱が長期

化するため、悪影響をより小さくする必要がある。このた

め、早期に被災施設の復旧、被災地域の復興を可能にする

ため、排水ポンプや水門の確実な操作により氾濫水の迅速

な排水を行うほか、非常用排水樋門の整備も推進する。 

 

３）洪水予報・土砂災害警戒情報や水防警報の予警報等の強化 

水防活動や住民避難、応急復旧等の危機管理対応を的確に行

うためには、洪水、土石流、高潮等の現象や時期、規模等を事

前に予測し、洪水予報、水防警報等の予警報として関係機関や

住民に伝達することがますます重要となる。 

土砂災害警戒情報についても、災害発生の切迫性が分かる、

よりきめ細やかな情報を提供するとともに、情報の精度向上

を行うなど高度化を推進し、体制を強化する必要がある。 

・ 洪水予報のための組織、体制の整備 

適時適切な災害時の応急対応や住民避難の実施の観点か

ら、気候変化による新たな現象も視野に入れた予測の実用

化や精度向上、対応のためのリードタイムの確保、伝達の

多様化・迅速化等による予警報技術の強化は、重要な課題

である。このために必要となる気象・水象・地象に関する

予報ができれば対策がとれて人が死ななくても済むということも大変大

事なことで、事前に起こることを知ってダムを事前放流するとかという対

策が書かれていたが、気象庁はそういう予報は得意だと思うので、でき

るだけ早い時期に実現していただければ非常にありがたい。【第5回】 

土砂災害の場合、山地域でどのようなことが起こっているのか、下流の

地域の人に伝わるようなシステムを作っていただきたい。【第 7 回】 

観測の充実・強化、あるいは降水予測技術の進展を待ってというより

も、もっと強化という姿勢ではないか。外力の変化と対応策を考える１

つのかなめであり、またハードウエアだけではない形で人命を救うとい

うことであれば、そういう施策の強化をもう少し打ち出すべき。【第 3 回】

リアルタイムでの気象の予測精度が上がることでカバーできる分野や

事象を整理すべき。【第 3 回】 

リアルタイムで情報を提供するというのは、大事なこと。高潮についてで

きると思うし、沖合で津波を検出して、それをリアルタイムで提供できれ

ば被害を相当減らせ、犠牲者ゼロというのに近づけることができるので

はないか。【第 5 回】 
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観測の充実や関係機関との観測データの共有化に向けた専

門的な組織体制を整備し、適切かつ効率的な業務執行と人

材を育成する必要がある。 

 

 

（４）渇水リスクの回避に向けた適応策 

気候変化に伴う渇水リスクの回避に向けた適応策としては、総

合的水資源マネジメントの新たな最重要課題として位置付け、水

系ごとに調整のとれた管理を計画的に推進していく必要がある。 

適応策の検討に当たっては、まず、水利用には、上水道処理を

はじめエネルギーの消費やＣＯ２排出量の増加を伴うといった認

識を持つことが大切であるとともに、気候変化に関する長期的見

通しを立てることが困難であるといった点に留意する必要があ

る。このため、平常時より需要マネジメントによる節水型社会を

構築し、エネルギーやＣＯ２の削減に寄与するといったことが、

適応策の土台として重要である。その上で、気候変化の結果とし

て、深刻な渇水が発生した場合の国民への影響を最小化させるた

め、緊急的な水資源確保のための適応策が重要である。また、平

常時より水資源供給施設の徹底活用や長寿命化等の適応策に取

り組むことは、コストや早期効果発現の面で極めて有効である。

既存施設の徹底活用等を図りながらも、不足分については新たに

施設の整備を行う。さらに、将来の社会構造の変化に応じた水利

用のあり方についても検討が重要である。 

このような適応策は、水の最終利用者までを含む水資源に関係

する者が連携し、水系ごとに一体として調整のとれた管理を計画

的に推進することが最も有効である。この際に、各適応策は、短

適応策自体にどれだけのエネルギーや資源、コストがかかるのか、適

応策が非常に長期間かかるのか、中期的、あるいは短期的なものなの

かというように、適応策自体を効果とコストだとかエネルギーまたはフィ

ージビリティーみたいなもので仕分けて整理することが有効。【第 6 回】 

渇水リスクの評価の中に、渇水にプラスアルファして、水質が悪くなるこ

とに対する負担があることを示すことが住民にとってもわかりやすいし、

それを安定的に安全な水として供給するためにどれだけのコストとエネ

ルギーが要るのかという形に示すことが重要。【第6回】 

短期と中長期というか、すぐにできるもの、あるいは当面急いでやるべ

きものと、もう少し時間がかかるもの、こういう時間軸が１つ必要であ

る。またソフトの運用の問題とハードの面といった軸も必要。【第 6 回】 



 

 - 50 -

水災害分野における地球温暖化に伴う気候変化への適応策のあり方（答申案） 【委員意見との対比表】 

委員意見 
水災害分野における地球温暖化に伴う気候変化への 

適応策のあり方について（答申案） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

期、中期、長期といった時間軸で整理し、必要となるコストとエ

ネルギーを考慮しながら検討し、順応的な対応を図ることが重要

である。 

 

 

１）需要マネジメントによる節水型社会の構築 

限られた水資源を有効に利用するため、平常時より需要マネ

ジメントを行い、節水型社会を構築していくことが重要であ

る。具体的には、国民の節水に関する意識の高揚と徹底のため、

広報活動を実施するとともに、例えば、国民や節水型水使用機

器を開発する企業まで含めてインセンティブが働く各施策や

義務付け等の規制施策を講じて行く必要がある。また、工業用

水等の再利用率の一層の向上、雨水利用の推進に努めるととも

に、最近の膜処理等の水処理技術の活用等により、下水の再生

水利用の一層の推進に努める必要がある。 

 

２）緊急的な水資源の確保 

深刻な渇水が発生した場合には社会・経済活動への想定でき

ない影響が懸念されることから、緊急時における水供給体制等

を確立しておくことが重要である。具体的には、水が危機的に

不足する地域への水バッグによる輸送や連絡管の整備による

水の相互融通、移動式海水淡水化施設による水の供給、多様な

備蓄等を推進する必要がある。さらに、水系内の利水者間の水

融通のための渇水調整等も必要である。 

 

 

渇水期に発電の水に頼る部分がかなりある。普通は渇水時に発電に

お願いするケースが多いが、事前から発電と調整をとっておくことと、ふ

だんはできるだけ発電が無効にならないように操作すること、その両方

を含めて発電との兼ね合いというのが渇水時には大変に大きな要素。

【第 6 回】 

土地利用や住まい方への転換、節水型社会の構築という適応策があ

るが、どちらも河川局の仕事ではなくなってしまい、広範囲な分野の協

力がないと進まない。【第 6 回】 
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３）水資源供給施設の徹底活用・長寿命化等 

これまでに蓄積された既存施設の有効利用、長寿命化、再編

や運用の変更による効率化などにより水資源供給施設の徹底

活用を図る。具体的には、ダムの嵩上げや堆砂の排除、ダム群

連携や容量の再編、ダムのオペレーションの高度化等を行う。

また、既存施設の徹底活用等を図りながら、なお必要な新規施

設についても整備を進めていく必要がある。 

 

（５）河川環境の変化への適応策 

河川環境は様々な要素から成り立っており、気候変化の観点か

らの河川環境の変化については、知見やデータが少なく、河川環

境全体の変化を把握、予測することは困難な状況である。このた

め、モニタリングの強化により、知見やデータの蓄積を図るとと

もに、河川環境の変化と気候変化の関係を分析し、河川環境の管

理のあり方を検討するとともに、適切な河川管理に努める。 

 

（６）気候変化による影響のモニタリングの強化 

緩和策への取り組みや社会条件の変化など不確実性がある中

で、外力の変化の予測についても予測値に大きな幅が存在する。

こうした中で、調査・観測によるモニタリングは重要であり、気

候変化の把握を目的としたモニタリングを行う。 

各流域や沿岸域において調査・観測してきた雨量、水位、流量、

潮位、波高、水質、流出土砂量、河道形状、生物、被災状況等の

データを活かして、関係機関と連携のもとに気候変化に伴う外力

の変化をモニタリングすべきである。外力の変化を適切に調査・

観測できるように指標を明確にし、現在の調査・観測方法などを

河川環境を適応策によって現状の状態を維持するのは少し問題がある

のではないか。むしろ、緩和策のほうを進めて影響をなるべく少なくする

方がいいと思う。【第 7 回】 

気候変動を常にモニタリングしていって、気候変動の状況を国民にわ

かりやすい形でちゃんと伝えていくことが、河川施策の支持を得ること

につながる。【第 3 回】 

外力を想定するモデルはまだ問題もある。このため、モニタリングという

ことをもう少し入れてもいいのではないか。今までもいろんな観測をされ

ているわけですが、いわゆる気候変動が起こって、こういう問題が起こ

るよという目で現象を少し見直してみて、モニタリングということをもう１

度考えて、検討してみることも重要。【第 3 回】 
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検証して、必要に応じて改善や新たな技術の導入を図る。 

モニタリングの結果は、データベース化し、定期的もしくは適

宜とりまとめ、適応策の検討に反映するとともに、わかりやすい

形で公表する。また、気候変化に関するデータは、関係機関が相

互に提供し、協力することが重要である。 

 

６．適応策を講ずるに当たっての課題 

不確実性のある気候変化の適応策を講ずるに当たっては、様々な

課題が想定されるが、ここでは主な課題を列挙する。これらについ

ては、知見やデータが少なく研究レベルのものや広範な関係者に関

わるものもあるが、適応策に関わる部分には国土交通省が責任を持

って取り組むべきであり、課題に応じて政府全体での取り組みや省

庁連携に加え、産・学・官の協力体制を作り、新しい知恵を導入す

る枠組みづくりを考えるべきである。 

・ 気候変化による外力の変化の把握（予測、調査・観測、分析

等） 

・ 災害リスクの評価方法及び評価結果の公表 

・ 流域等での安全確保の考え方と進め方 

・ 河川生態系や水・物質循環系への影響予測と評価の方法 

 

 

 

 

 

 

 

だれかが気候変動予測の精度を上げてくれるだろうみたいな感じに聞

こえるので、それを国土交通省としてもその精度を上げることにも貢献

しないといけない。【第 5 回】 

温暖化への適応に対するトーンが低いのではないか。日本の国土にと

って非常に大切なことであれば、分からないなりにもきちっとリスクを評

価していく活動を推進していただきたいと非常に強く思う。 

 例えば、１つの気候モデルで１回計算した結果がどの程度信頼に足

るものかはまだ分からないが、誰かがやってくれるまで待つのではなく

て、施策の決定に必要なのであれば、それをわかるように指導すること

も大切なことではないか。【第6回】 

気候変動についての予測技術について施策決定に非常に重要なこと

であるならば、国土交通省は責任を持ってその評価の向上に働くという

か、を推進すべきであるとか、一カ所そういう箇所を書くべきである。

【第 4 回】 

今回の報告書の数値がより正確に設定できるような活動も大事な河川

施策のうちの一つではないかなと思う。そのうちだれかがやってくれる

のではないかという書き方になっているのが少し気になる。【第 4 回】 

不確実性のある気候変動の適応策を講ずるにあたって、気候変動に

よる外力の変化の把握と書かれているが、そのトーンが全体にながれ

ていない。気候変動による増分を計画の中に盛り込むにあたり、気候

変化の不確実性に対する責任を明示することが非常に大事。【第 7 回】
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施策の根本になる外力の評価は文部科学省の計画待ちという印象を

持つ。具体的に順番をつけて施策をするのに現状の評価というのが非

常に重要なのであれば、それを評価する方策のようなものも盛り込む

とよい。【第 3 回】 

河川計画の必要とされる時間を考えると、１００年先の予測というのは

非常に重要で、それに向けて予測の能力を上げることが必要である。

このため、文部科学省とか気象庁も含めて、省庁連携に加えて、学官

民の協力体制をつくって、新しい知恵を導入していく枠組みをつくること

を考えていくべきではないか。【第 3 回】 
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Ⅳ．適応策の進め方 
 

１．進め方の基本的な考え方 

治水は、長期的な計画の下で整備を進めるものであることから、

外力変化を適切に想定し、継続している治水の施策の中に、気候変

化への適応策を組み込んでいく必要がある。 

このような前提の中で、以下のような基本的な考え方に基づき適

応策を進めていく必要がある。 

（１）政府全体の取り組み 

適応策の重要性にかんがみ、政府が一体となって適応策に関す

る取り組みを推進すべきである。中央防災会議など関係機関が会

する場で適応策の議論がなされるように積極的な働きかけが必

要である。 

（２）国民との協働 

適応策の策定・実施に当たっては、国民との協働が不可欠であ

る。このため、気候変化による水害や渇水被害、土砂災害、高潮

災害等の激化や国土・社会への影響について、広く国民に理解が

得られるよう様々な機会を通じて分かりやすい情報の提供に努

める必要がある。 

また、各種災害の被災経験や河川、砂防や海岸に関する知識が

少ない住民が多くなっているため、災害に関する基礎知識や災害

時に取るべき行動などの防災基礎教育や河川環境教育が体系的

に行われるよう、河川管理者等は関係機関と連携し、支援を行う

必要がある。 

氾濫を覚悟しなければならないのは、河川管理者だけではなくて流域

住民である。マスコミを通じて、ぜひ国民の皆さんも覚悟してくださいな

どと、適切な言い方で広報されたほうがよいのではないか。【第 5 回】 

広報が非常に必要で、適応策に関してもどんどんやるべきではない

か。また河川局が事業をやるために何か言っていると思われないため

にも、真摯な普段の広報活動が非常に重要なのではないか。【第 6 回】

長期的な気候変動への対応という世界に踏み込んでいくと、そのため

に特に何をするのかということから、持っているすべての政策の中にそ

ういう要素に対する配慮を組み込んでいく、というように適応の主流化

（メインストリーミングアダプテーション）を図る必要がある。【第 3 回】 
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（３）予防的措置への重点投資 

投資余力の限られている中で、特に脆弱化が予想される施設や

地域、人口・資産や中枢機能の集積する地域における予防的措置

への重点投資を考える必要がある。 

（４）優先度の明確化 

限られた予算の中で気候変化への適応策を強化するためには、

包括的な施策メニューだけでなく、選択と集中により優先すべき

施策や箇所を明確にする必要がある。 

（５）ロードマップの作成 

今後、５年、10 年といった短期・中期的な視点から、さらに

長期を見据えた国土計画に反映させるような視点まで、時間軸を

設定した上で、短期、中期、長期の施策を展開する必要がある。

このため、時期ごとに災害リスクの評価を行い、明確なロードマ

ップを作成する必要がある。作成に当たっては、時間とともに気

候変化の影響や社会状況の変化が見込まれるため、予測等の不確

実性を考慮し、選択の幅の広い柔軟な対応を採れることが重要で

ある。 

 

 

 

 

 

 

 

考えられるメニューを挙げられることは非常に大事で、しかも包括的だ

と思うが、政策をほんとうに進めようと思うと、予算が無限にあるわけで

はないので、取捨選択して、手順をロードマップ的に明確に示すという

ことをぜひ考えていただきたい。【第 2 回】 

気候変動による外力の増加を含めた目標の達成には相当長期間が必

要であるため、治水安全の低いところからやるということもそうだが、達

成に時間のかかるところからやるのも１つの考え方。【第 3 回】 

時間軸上に明確なロードマップを作るべき。ここ５年、ここ１０年でやる

べきところから、国土形成計画にきちんと反映するようなところまで、時

間軸の設定の上に施策を展開するということが必要。【第 3 回】 

外力を決めても、対策に 100 年も 200 年もかかるのでは意味がないの

で、短期的にどれだけ効率的にやるか、不十分な部分はどう補っていく

のか、長期的にはどのようにするのか、といった視点が必要。【第 3 回】
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（６）順応的なアプローチの採用 

気候変化の予測等に不確実性がある中で適応策を検討するた

め、今後の観測データや知見の蓄積に応じてロードマップを修正

していく順応的なアプローチを採用する。 

予測やモニタリングの結果に応じて、社会への影響を鑑み、適

宜、適応策の内容や組み合わせ、優先順位を検証し、手戻りのな

い選択、見直しを行う。この際、予測は長期的な予測と併せて行

う。 

 

（７）関係機関等との連携 

適応策を総合的に検討する場となる流域においては、河川管理

者だけでは達成が出来ないことも数多くあるため、住民や地方公

共団体等の協力を得ることや、連携しながら進めていくことが不

可欠である。例えば、地域づくりからの適応策を進めるにあたっ

ては都市計画や住宅関連部局等、危機管理対応を中心とした適応

策では道路や下水道部局、消防関連部局等、渇水に対する適応策

では利水部局等と連携が必要となる。このため、災害リスクやロ

ードマップを示し、利害関係者間の調整や適応策の総合的な取り

組みを行うことにより、水に関する様々な部門の統合的な管理を

行うことが必要である。 

 

 

 

 

 

 

適応策を提案し、違う分野の方々がどうやってそこにコミットし協力して

くれるかという具体的な戦略、道順を示していくということが今大変大事

なことではないか。【第 5 回】 

治水等にかかるタイムスケールと見直しのタイムスケールが大分違う

感じがする。リスクの予測を１００年先ぐらいまで延ばし、それを見なが

ら考えていくが、新しい情報が入ったら、それに応じて適応の仕方を少

しずつ変えていくというイメージではないのか。時間軸のことを整理する

必要があるのではと思う。【第 5 回】 

広い範囲の関係機関の協力がなくてもやっていける話と、関係機関の

協力がないとやっていけない話を同列に論じて書いてあるような気がす

る。関係機関に一緒にやらなきゃいけないなと強く感じさせるようにアピ

ールする部分が必要ではないか。【第 7 回】 

地域づくりというのは非常に大事なことだが、利害関係が非常に絡んで

きて、その中で合意を形成するという仕組みについて触れるべきではな

いか。【第 7 回】 

従前自然のときと土地利用が違った形で進められるものを規制するか

だけではなくて、既にできたものをどのように変えていくかということであ

れば、河川と水資源以外の土地利用関係の方々の大きな参画と具体

策なくしてはできない。【第 6 回】 

防災という点からは河川局が問題提起され、他の面では他の局や省庁

が問題提起されて、全体としてどういう地域づくりをしたらいいのかとい

う議論を、他の部局と相談しながら提案していくことも必要。【第 3 回】 
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（８）新たな技術開発と世界への貢献 

気候変化による影響評価や適応技術において、産・学・官の連

携の下に新たな技術の開発とその積極的な活用を図る。また、我

が国の経験、施策、技術を積極的に発信し、強いリーダーシップ

を発揮して全世界的に貢献できるように努める。 

 

（９）調査・研究の推進と治水計画への反映 

気候変化に伴う水害や渇水被害、土砂災害、高潮災害等のリス

クの変化に関する調査・研究を大学や研究機関等と連携して推進

し、治水計画等へ反映する。 

 

 

 

日本は統合的水資源に関する国際合意、国際的リーダーシップを取る

と言うことを明言しており、インテグレイトウォーターリソースマネジメント

のような国際的にも通じる枠組みにも触れたほうがよい。【第7回】 

統合水マネジメントは概念としては非常に重要。素案にある全体の要

素をくくるものとして、入れておくことは必要と思う。【第 7 回】 

文部科学省とか気象庁も含め、省庁連携に加え、学官民の協力体制を

作り、新しい知恵を導入していく枠組みづくりを考えるべきではないか。

【第 3 回】 

外力の評価に国土交通省がある種のコミットメントをするということは、

科学技術行政等と密接な連携のもとに共同して進めるという枠組みに

ついて責任を持ってやっていただきたい。【第 3 回】 

外力の数値目標に対してどういう外力を設定すべきかも含めて調査研

究すべき。そういう外力が変化する中で氾濫もある程度許容しなけれ

ばならないというときに、計画論をどうするかという議論を別途、今まで

の基本高水という考え方だけでいいのかという話も含めて、気候変動

下で外力が変化するということも含めて、治水計画論を改めてここで議

論すべきだという気がする。【第 4 回】 

河川局のできない分野の仕事を整理し、どの分野のどういう取り組み

がそれぞれの施策について必要なのかと、そのメリット、デメリット、優

先順位みたいなものを提言することが、ほかの組織を動かすための非

常に大事な情報となる。【第5回】 



 

 - 58 -

水災害分野における地球温暖化に伴う気候変化への適応策のあり方について（答申案） 【委員意見との対比表】 

委員意見 
水災害分野における地球温暖化に伴う気候変化への 

適応策のあり方について（答申案） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．適応策の実施手順 

次の新たな知見の進展となるＩＰＣＣ第５次評価報告書等が出

される頃までの５年程度の期間を第１段階として設定し、適応策を

講ずるに当たっての課題（Ⅲ－２．６）について検討すべきである。

また、今後増加していく外力への対応を含め施設整備の再設定を行

うとともに、ロードマップを作成し、重要な適応策と評価される取

り組みについては直ちに重点的に実施する。 

続く期間を第２段階として設定し、第１段階での取り組みを評価

して、その結果に基づく優先度に応じて対策を実施するとともに、

新規に効果的、効率的な適応策については重点的に実施する。これ

により、ロードマップを修正する必要がある。また、設定した治水

政策や適応策は、河川整備基本方針、河川整備計画等に反映すると

ともに、国土形成計画など国土づくり・地域づくりのビジョンに反

映し、「水災害に適応した強靱な社会」を構築する。 

第２段階以降では、社会状況の変化、検討により得られた各種の

知見の蓄積、モニタリングの進展や災害の発生状況に伴う設定条件

の変化も考えられることから、これらを踏まえた適応策を段階的に

取り入れることが重要である。この際必要に応じて、施設整備の目

標等の再設定も検討する。 

また、世界への貢献としては、気候変化による水災害は地域によ

って影響の有無や度合は異なるものの世界共通の課題であるため、

各国の首脳等に国の最重要課題として適応策の取り組みの重要性

や国際協力の必要性を働きかける必要がある。技術面では先進的な

予測・評価技術や情報技術を発信するとともに、アジア・太平洋地

域においてグローバルモデルなどによる気候予測や国土・社会への

現時点で満足な科学的な分析も困難であり、ＩＰＣＣ第５次報告書に向

けた研究の展望もふまえて、もう少し説得力のある現状分析資料が将

来的には必要。【第 2 回】 

国家全体の予算を温暖化対応でどう使うかというときに、温暖化ガス削

減に予算を徹底的に使うというオプションもあるし、今までの方式の防

災に予算を使うという方式もあるし、全く新しい方策もある。今必要なの

は、分野をどう選んで、どうやっていくかいう戦略だと思う。【第 3 回】 

第１段階の戦略として目標に対して改修途上であるから、５年で短期間

であり「気候変動への対応を踏まえた取り組み」というのがどういう取り

組みなのかというのが実はよくわからなくて、結局は今までどおりやりま

すということなのか、としかまだ読み取れないところがある。【第 4 回】 

河川整備計画では外力の議論はしないものの、外力の変化によって厳

しい状態が起こることを頭に置きながら議論を進めているが、河川整備

計画の中にも当面やるべきこととして反映するようなものを整理する必

要がある。【第 3 回】 

施設整備を行うとともに、それを越える外力が来たときの大規模災害に

対応するという形は、第１、２段階とも同じだと思うが、第２段階では温

暖化も進むけれども対応のほうも進んでいくという、もっと高級なことが

できると思うし、そうしなければこれから社会資本整備を進めていくとき

に、安心という意味で説明がつきにくい。【第 3 回】 

世界への貢献として、発展途上国にグローバルモデルなどによる気候

予測の結果をうまくあてはめること、その国でどのような影響が起きる

かを見積もること、これらを助けることが非常に有効。【第 3 回】 
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影響予測への支援、適応策の立案、実施の支援を行うことが重要と

考える。 

なお、具体的な適応策及びその実施に当たっての技術的課題は今

後取りまとめていく。なお、具体的な適応策及びその実施に当たっ

ての技術的課題は今後取りまとめていく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

海外への貢献では、先進国がこういう適応策をやるべきだと押しつける

のではなくて、各国がまず自分たちの国のリスクを認知して、適応策を

立案する。そのキャパシティが足りない場合には、その立案を支援す

る。あるいは、実際にやりたいときに、色々なリソースが足りないと、そ

れを支援するということなので、「グローバルモデルなどによる気候予

測や国土・社会への影響予測及び適応策などの支援を行う」というとこ

ろを、「適応策などの立案実施の支援を行う」というふうに、立案の支

援、あるいは、ということをぜひ入れていただければと思う。【第 4 回】 
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おわりに 

ＩＰＣＣ第４次評価報告書が公表され、より現実的な地球温暖化の影

響が示された。我が国においても、様々な分野で地球温暖化に伴う気候

変化への適応策の検討が進められており、本委員会では、水害や渇水被

害、土砂災害、高潮災害等の激化による国土・社会への影響を考え、壊

滅的な被害を回避し、水災害に適応した強靱な社会を構築するための適

応策を幅広い観点から議論してきた。 

現時点において、地球温暖化や社会条件のシナリオ、気候変化の予測

計算等に不確実性はあるものの、外力の増大と国土・社会への影響をで

きるだけ具体的に想定し、目標を明確にした上で、これまでの治水や利

水などの政策を見据えながら、新たに必要な適応策の基本的方向を明ら

かにしてきた。治水、利水及び河川や海岸の環境において未だ脆弱な我

が国の国土において、気候変化は大きな影響を及ぼすが、信頼性の高い

施設による安全性の確保を次世代に向けて着実に進めるとともに、社会

条件の変化や社会構造の再構築の中で地域づくりと一体となった流域に

おける適応策を進めるなどにより、この難しい問題に立ち向かっていか

なければならない。 

しかしながら、社会構造に関わるような適応策に関しては、河川部局

単独で行えるものに自ずから限界があり、政府、関係省庁等が一体とな

って、住民や地方公共団体等の理解や協力・連携の下に推進することが

極めて重要である。このため、政府や関係省庁等が一体となって水災害

の適応策に取り組める仕組みを作ることが必要である。また、国土交通

省は、流域の住民や関係機関、地方公共団体等において水災害に対する

共通認識が持てるように、わかりやすい情報を徹底的に公表し、適応策

モデルや計算の仕方、温暖化や社会経済のシナリオの設定によって不

確定が生じるので、状況分析をして施策の決定をすべき。【第 3 回】 
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に関する合意を形成していく必要がある。さらに、今後とも気候変化の

予測計算等の不確実性を減らし、適切な目標を設定する努力が必要であ

る。 

本答申の作成を契機に、より実効性の高い適応策を見出すとともに、

適応策の進め方についても検討するために、社会資本整備審議会や国土

審議会などの関係する分科会や中央防災会議などと幅広く意見交換を行

う必要がある。国土交通省は、本答申に基づき、直ちに実効性のある行

動計画を立案し、実現に向けた努力を開始していただきたい。 

また、2007 年 12 月に開催された第１回アジア・太平洋水サミットに

おいて、水問題の解決が最優先の課題であること、洪水、干ばつ、その

他水災害の発生の防止などに早急に効果的な行動を取ることなどが合意

され、適応策の重要性については共通の認識となるに至った。7 月に開

催されるＧ８北海道洞爺湖サミットにおいても、水災害への適応策の重

要性が認識され、安全で安心な世界が形成されることを期待する。この

ため、本答申の内容が積極的に発信されることを望むものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大きなテーマになってきているわけだし、具体的に何をしなければいけ

ないという道筋が開けてきたら、社会資本整備審議会にどういう形で提

言し、一緒に知恵を集めていけばいいかと、早くそういうところに場を移

していく必要がある。【第6回】 

今回の小委員会の答申を日本の適応策として、海外の気候変動に関

する色々な会議で発信していただきたい。【第 2 回】 

答申を発表される時に、直近の行動計画みたいなものが同時に報道さ

れると、よりインパクトがあるのではないかと思う。【第 7 回】 

ＩＰＣＣの第４次報告書では洪水に対する適応策はほとんど書いていな

い。世界でもなかなか洪水への適応策というのが、まだきちんと打ち出

されていないということかと思うので、こういう検討結果を英文で世界に

発表して、ほかの国の施策立案にも貢献するようにしていただきたい。

【第 5 回】 

技術的に指示する集団をどうサポートしていくのかについても、官は相

当役割を担わなければならないし、研究者にいろいろ言っていただきた

い。国を挙げてこの問題に取り組むために、ぜひ技術的なところは早目

にスタートしていただきたい。【第 6 回】 


